
2023年度版
北広島市

住み慣れた地域で幸せに暮らすために

高齢者

住み慣れた地域で幸せに暮らすために

サービスガイドサービスガイド



2

広告



1

北広島市役所のお問い合わせ・相談窓口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

高齢者支援センター（地域包括支援センター） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

民生委員児童委員 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

介護保険 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

介護保険サービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

在宅福祉サービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

その他のサービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

生きがいと社会参加 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

健康の保持・増進と介護予防 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34

市内の医療機関 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38

国民健康保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41

後期高齢者医療制度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44

社会福祉協議会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48

社会教育施設・集会施設・体育施設一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49

認知症サービス一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50

発行  北広島市役所高齢者支援課

TEL：011-372-3311（代）

編集／発行　北広島市

発行年　2023年 8月

もくじ



2

北広島市役所のお問い合わせ・相談窓口

北広島市役所　☎ 011-372-3311　中央４丁目２番地１

内　　容 担当部署 内　線

○総合的な相談・支援に関すること
○在宅医療や介護に関する相談や情報提供
○認知症に関する相談

福祉総合相談室 2156・2157

○介護保険制度や介護サービスに関すること 高齢者支援課　給付担当 2162・2163

○介護保険被保険者証の交付
○介護認定に関すること
○転入・転出などの届出
○ 第 1号被保険者（65歳以上の方）の保険
料の賦課・納付に関すること

高齢者支援課　認定・保険料担当
2173・2174 
2175・2176

○高齢者福祉サービスなどに関すること 高齢者支援課　高齢者福祉担当 2171・2172

○国民健康保険賦課・納付等に関すること 保険年金課　国保賦課担当 2113・2115

○国民健康保険給付等に関すること 保険年金課　国保給付担当 2114・2116

○後期高齢者医療制度に関すること 保険年金課　医療給付担当 2101・2103

○家庭ごみに関すること
環境課　廃棄物管理担当 4104・4106

環境課　廃棄物計画担当 4102

○がん検診に関すること 健康推進課　健康推進担当 1205・1206

○健診結果・介護予防事業に関すること 健康推進課　特定健診・介護予防担当 1221・1222

○住宅の住み替えに関すること
○空き地・空き家バンクに関すること

建設総務課 4213・4214

○障がい福祉に関すること 福祉課　障がい福祉担当 2142・2143

○民生委員児童委員に関すること 福祉課　福祉庶務担当 2134・2135

○出前トーク・出前講座に関すること 市民生活課 2304
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高齢者支援センター（地域包括支援センター）
　『高齢者支援センター』は、さまざまな社会資源を活用して、高齢者の生活を支える拠点として市
が委託しています。社会福祉士、主任ケアマネジャー、保健師などの専門職員が相談対応・支援を
行っています。 【お問い合わせ】福祉総合相談室（内線 2157）

高齢者支援センターの役割（受付時間：平日 9時～ 17時まで、土日・時間外は転送電話対応）

お気軽にご相談ください

にし高齢者支援センター

きた高齢者支援センター

みなみ高齢者支援センター

ひがし高齢者支援センター

自立した暮らしを支援します 高齢者の権利を守ります

○暮らしの中の不安なことやお
困りごとの相談
○介護、福祉、健康、医療（在
宅医療を含む）に関する相談
○福祉サービスや要介護認定の
申請代行

○悪質な訪問販売や消費者被害
の防止や相談
○高齢者虐待（疑いのあるもの
を含む）の防止や相談対応
○成年後見制度の紹介や利用支
援

○心身の状態に合わせた介護予防の
提案や介護予防プランの作成
○各種サービス情報の提供
○さまざまな機関と連携した支援
○一人暮らしの高齢者等の見守り
ネットワークづくり

にし高齢者
支援センター

石狩大曲
簡易郵便局

大曲交番

大曲ファミリー
体育館

大曲中出光
日産プリンス札幌販売

ローソン
北広島西郵便局

北広島ＩＣ

☎０１１－３７０－３９２２
ＦＡＸ ０１１－３７０－３９３３

☎０１１－３７５－５８８８
ＦＡＸ ０１１－３７５－５１１５

きた高齢者
支援センター

ローソン

北広島西高

西の里中

北広島西の里郵便局

聖芳園西の里小

☎０１１－３７２－８１１０
ＦＡＸ ０１１－３７２－８０７７

みなみ高齢者
支援センター

竹葉公園

緑陽中

緑ヶ丘小 すずらん保育園

北広島団地
住民センター

白樺緑地
ふれて

南公園

☎０１１－２１１－８５２０
ＦＡＸ０１１－３７２－６６６７

ひがし高齢者
支援センター

東記念館

稲
穂
通

北広島市役所
開拓記念公園

廣島神社

住　所 大曲南ヶ丘１丁目１番地５

担当地区 大曲地区、輪厚地区、希望ヶ丘、島松、三島、仁別

住　所 白樺町１丁目８番地２（ふれて内）

担当地区 広葉町、栄町、輝美町、北進町、若葉町、南町、青葉町
白樺町、高台町、里見町、泉町、松葉町、緑陽町、山手町

住　所 朝日町５丁目１番地２（東記念館内）

担当地区 美沢、中央、朝日町、稲穂町西、稲穂町東、新富町西
新富町東、南の里、東の里、中の沢、富ヶ岡

住　所 西の里 347番地４（聖芳園内）

担当地区 共栄、共栄町、東共栄、北の里、美咲き野、西の里地区
虹ヶ丘、Ｆビレッジ
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民生委員児童委員

東
部
南
地
区

担当地区 氏名 住所 電話番号
稲穂町西 1・2丁目、6丁目（1） 村本　日出男 稲穂町西 1-2-7 372-7425
稲穂町西 3・4丁目、6丁目（2、3） （欠員）
稲穂町西 5・7・8丁目 近藤　武夫 稲穂町西 8-1-6 372-6005
稲穂町東 1・2・3丁目 大槻　典夫 稲穂町東 3-2-2 373-1560
稲穂町東 4・10・11丁目 石井　雅恵 稲穂町東 10-4-5 373-7246
稲穂町東 5~7・12丁目 沖野　勝 稲穂町東 6-3-2 090-9084-5152
稲穂町東 8・9丁目、東の里、中の沢の一部 （欠員）
朝日町 1丁目（元町町内会区域を除く）・4・5丁目 小笠原　純子 朝日町 5-2-11 090-5980-9136
朝日町 2丁目（元町町内会区域を除く）・3・6丁目 河内　久美子 朝日町 6-1-21 373-6104
美沢 1・2丁目 笹谷　文雄 美沢 1-11-27 373-7542
中の沢の一部、美沢 3~5丁目 川原　昌志 美沢 2-5-3 372-5728
南の里、富ヶ岡（道道沿、川沿）・竹山 安田　裕美 南の里 472 372-1563

中央1~4丁目（市営住宅除く）、朝日町1・2丁目（元町町内会区域のみ） 藤川　清志 中央 1-4-2 372-5944

中央 2丁目（市営住宅のみ） （欠員）

中央 5・6丁目（リブウェル北広島エルフィンターミナルを除く） 野中　隆謙 中央 6-8-2 372-3046
中央 6丁目（リブウェル北広島エルフィンターミナル） （欠員）
新富町東 1・2丁目、富ケ岡（東の里隣接地）の一部 谷口　幸子 新富町東 1-1-20 372-3831
新富町西 1・2丁目 佐藤　眞一 新富町西 2-4-8 372-4572
新富町西 3・4丁目 髙木　隆雄 新富町西 4-5-28 373-7447

東
部
北
地
区

担当地区 氏名 住所 電話番号
共栄、北の里、西の里の一部 田畑　博幸 美咲き野 3-12-5 090-7652-0069
共栄町 1丁目（13~20を除く） （欠員）
共栄町 4丁目（18を除く）・5丁目（7を除く） 宮腰　英世 共栄町 4-5-4 090-9527-9288
共栄町 2・3丁目 （欠員）
東共栄 1丁目（11~15、20~25）・共栄町 1丁目（13~20）・
4丁目（18）・5丁目（7） 瀧口　信隆 東共栄 1-15-9 090-8908-5769

東共栄 1丁目（5~7、16~19）・2丁目（1、18~24） 奥田　誠 東共栄 2-20-14 090-9087-2530
東共栄 1丁目（1~4、8~10）・4丁目 梅田　幸子 東共栄 4-10-4 090-9430-1205
東共栄 2丁目（3~14） 本間　秀 東共栄 2-4-35 372-4226
東共栄 2丁目（2・15・16）・3丁目 宮川　清司 東共栄 2-19-7 372-4820
美咲き野 1丁目（1~8）・2丁目 児玉　儀一 美咲き野 2-4-6 373-7248
美咲き野 1丁目（9~11）・3丁目 井澤　武一 美咲き野 3-3-14 807-0340

西
の
里
地
区

担当地区 氏名 住所 電話番号
西の里（6-1、平成町内会） 鎌倉　征光 西の里 348-4 557-5266
西の里、西の里南 1・2丁目、第 7町内会の一部 橋本　武 西の里南 1-2-15 090-9751-5313
西の里北 1丁目、3丁目（西の里中央町内会区域のみ） 福田　梢 西の里北 1-3-5 375-2562
西の里北 2丁目 井関　薫子 西の里北 2-12-16 375-2313
西の里北 3丁目（西の里中央町内会区域を除く） 伊藤　幸恵 西の里東 1-10-7 375-3069
西の里北 4・5丁目、第 7町内会の一部 髙橋　美津子 西の里北 5-1-10 375-4443
西の里東 1・4丁目（1~5） 大西　紀子 西の里東 4-9-9 375-3013
西の里東 2丁目 田附　景子 西の里東 2-7-6 375-4267
西の里東 3・4丁目（6~15） 山口　規子 西の里東 4-9-15 375-4855
虹ヶ丘 1・5・8丁目 （欠員）
虹ヶ丘 2・4丁目 工藤　一重 虹ヶ丘 4-1-8 375-3550
虹ヶ丘 3・6・7丁目 菅野　眞弓 虹ヶ丘 6-7-7 374-3030
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※任期：令和 4年 12月 1日～令和 7年 11月 30日

大
曲
地
区

担当地区 氏名 住所 電話番号
大曲柏葉１丁目 大西　登志子 大曲柏葉 1-8-8 377-6378
大曲柏葉２丁目 八島　將 大曲柏葉 2-13-14 377-2930
大曲柏葉３丁目 佐藤　久美 大曲柏葉 3-5-2 377-5444
大曲柏葉４丁目 四宮　尚幸 大曲柏葉 4-5-9 376-2512
大曲柏葉５丁目、四里塚振興町内会区域 長野　富美江 大曲柏葉 5-1-15 377-5065
大曲幸町１・３・４丁目 山本　厚子 大曲幸町 1-1-9 376-2143
大曲幸町 2・5丁目（幸町内会区域）､ 西通町内会区域､
大曲工業団地の一部､ 仁別 （欠員）

大曲南ヶ丘１丁目 （欠員）
大曲南ヶ丘２丁目 山岸　憲二 大曲南ヶ丘 2-9-8 377-2689
大曲南ヶ丘３丁目（１～１６） 熊谷　辰江 大曲南ヶ丘 3-11-2 376-3609
大曲南ヶ丘３丁目（１７～２６） 安達　富雄 大曲南ヶ丘 3-26-11 376-2025
大曲南ヶ丘４丁目 佐々木　隆 大曲南ヶ丘 3-2-5 377-5730

大曲南ヶ丘５丁目、大曲工業団地の一部 （欠員）

大曲中央１丁目 堀川　廣行 大曲中央 1-3-1 376-2421

大曲中央２・３丁目 本田　るみ子 大曲中央 3-3-8 377-5327
大曲末広５～７丁目（かえでが丘町内会） （欠員）

大
曲
東
地
区

担当地区 氏名 住所 電話番号
農場､ 東町内会､ 大曲 伊藤　奈那 大曲 599-38 080-1899-9881
大曲末広 1丁目 （欠員）
大曲末広 2丁目 永岡　博 大曲末広 2-10-1 377-4453
大曲末広 3･4 丁目 小原　十四夫 大曲末広 3-14-3 376-2332
大曲緑ヶ丘1丁目（1､ 3 ～ 5､ 2・6のうち大曲北都町内会区域）、
2丁目（19･20 を除く） 的場　睦子 大曲緑ヶ丘 2-7-5 090-6873-9800

大曲緑ヶ丘 1丁目（7～ 14､ 2・6のうち大曲東栄町内会区域）、
3丁目（1・2､ 9 ～ 12､ 16） 成田　俊樹 大曲緑ヶ丘 1-10-8 376-3606

大曲緑ヶ丘 2丁目（19・20）・4・6丁目 阿部　好子 大曲緑ヶ丘 4-6-7 376-4553
大曲緑ヶ丘 3丁目（3～ 8､ 13~15）・5丁目 木下　由美子 大曲緑ヶ丘 5-1-26 090-2697-5718
大曲緑ヶ丘 7丁目 大坂　善章 大曲緑ヶ丘 5-3-10 377-5946
大曲光 1・2丁目 須藤　幸雄 大曲光 1-6-1 090-5987-8377
大曲光 3・4丁目 鳥井　茂 大曲光 3-1-22 376-3200
大曲並木1丁目（8を除く）､ 2丁目（サーム北広島インター除く）、
3丁目（17のみ） （欠員）

大曲並木 2丁目（サーム北広島インターのみ） 加藤　小夜子 大曲並木 2-3-1-508 377-6879
大曲並木 1丁目（8）､ 3丁目（17を除く） 川崎　文子 大曲並木 3-9-3 377-3099

西
部
地
区

担当地区 氏名 住所 電話番号
輪厚町内会、上輪厚町内会、輪厚新生町内会（中央 1・2ほか） （欠員）
輪厚中央３丁目、輪厚中央町内会 岩館　恭子 輪厚中央 3-11-7 376-4876
輪厚中央４・５丁目 清水　ひろ美 輪厚中央 4-2-26 377-2072
希望ヶ丘１・３丁目 秋島　玉江 希望ヶ丘 1-15-1 377-7016
希望ヶ丘４丁目、５丁目（１～４） 羽田野　徹 希望ヶ丘 4-3-9 090-2280-2760
希望ヶ丘２丁目、５丁目（６～１０） 田中　有紀 希望ヶ丘 1-8-1 090-2693-3523
島松、三島 清水　幸子 三島 24-2 376-3650
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民生委員児童委員

第
一
住
区

担当地区 氏名 住所 電話番号
広葉町 1・2丁目 （欠員）
広葉町 3~5丁目（個人住宅） 𠮷村　幸子 広葉町 3-6-4 373-3138
広葉町 4・5丁目（B団地） 鈴木　惠 広葉町 5-3  B8-304 373-3136
栄町 1丁目（UR住宅） 小林　敏一 栄町 1-2　2-304 080-2875-0167
栄町 2~4丁目 三國　勝美 栄町 4-3-2 372-9335
輝美町（A1~6） （欠員）
輝美町（A7~15、19） （欠員）
北進町 1丁目（ロイヤルシャトーのみ） 福田　正信 北進町 1-5-1 C405 373-7793
北進町 1丁目（ロイヤルシャトーを除く） （欠員）
北進町 2丁目（UR住宅） 石川　孝之 北進町 2-1　9-302 373-4747
北進町 3・4丁目 齊藤　順二 北進町 3-7-2 373-0991

第
二
住
区

担当地区 氏名 住所 電話番号
若葉町（個人住宅） 齋藤　陸夫 若葉町 3-1-3 372-0302
若葉町（ＵＲ住宅） 清水　憲二 若葉町 2-1  6-504 373-3203
南町１・２丁目 浦野　郁美 南町 1-2-7 375-1102
南町３・４丁目 小西　稔 南町 4-4-5 373-0571
青葉町１・２丁目 村上　晴美 青葉町 2-2-4 372-6057
青葉町３・４丁目 村瀨　良輝 青葉町 3-4-6 373-0538
白樺町（個人住宅） 大滝　和子 白樺町 2-6-6 372-5730
白樺町（Ｃ・Ｆ団地） 鈴木　徳美 白樺町 1-4-1 C4-29 090-3115-1962

第
三
住
区

担当地区 氏名 住所 電話番号
高台町１・２丁目 （欠員）
高台町３・４丁目 経田　満 高台町 3-3-3 090-8709-7684
高台町５・６丁目、7丁目（個人住宅） 菊地　等 高台町 5-11-2 090-2817-0147
高台町７丁目（Ｅ団地のみ） 髙橋　一碩 高台町 7-3-1 E3-203 372-1084
里見町１・２丁目 若林　三市 里見町 1-8-5 373-6705
里見町３・４丁目 長島　俊榮 里見町 3-4-20 372-2736
里見町５・６丁目 橋本　英正 里見町 5-2-7 373-4226
里見町７丁目 古川　美惠子 里見町 7-1-81 372-1320
泉町１・３・４丁目 佃　幸江 泉町 3-1-9 372-3649
泉町２丁目（Ｄ団地） 中田　成子 泉町 2-1  D2-103 372-2586

第
四
住
区

担当地区 氏名 住所 電話番号
松葉町１・２丁目 西家　健悦 松葉町 1-6-8 372-0984
松葉町３・４丁目 山内　武司 松葉町 4-7-5 372-7455
松葉町５丁目 福島　昌代 松葉町 5-18-3 373-0931
松葉町６丁目 伊藤　正秀 松葉町 6-1  F1-401 373-5643
緑陽町 小川　義雄 緑陽町 2-1-10 372-3690
山手町１～３丁目 板垣　恭彥 山手町 3-2-4 373-7472
山手町４・５丁目 丸山　喜四郎 山手町 5-2-9 372-4418
山手町６～８丁目 新井　武 山手町 6-5-7 373-6746

困ったことは、いつでも、なんでも、お近くの民生委員児童委員にご相談ください。

【お問い合わせ】福祉課福祉庶務担当（内線 2134）

※任期：令和 4年 12月 1日～令和 7年 11月 30日
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介護保険は、社会全体で介護を「支え合う」制度です
　介護保険は、40歳以上の方が被保険者（加入者）となって保険料を納め、介護が必要と認定され
たときには、介護保険サービスを利用できる制度です。また、できるだけ介護が必要とならないよう
に介護予防事業なども行います。

介護保険

※介護保険で対象となる病気（特定疾病）には、次の16 種類が指定されています。
●がん（医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至った
と判断したものに限る）
●関節リウマチ　　　　　　●筋萎縮性側索硬化症　　　　●後縦靱帯骨化症　
●骨折を伴う骨粗鬆症　　　●初老期における認知症　　　●早老症
●進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
●脊髄小脳変性症　　　　　●脊柱管狭窄症　　　　　　　●多系統萎縮症　
●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
●脳血管疾患　　　　　　　●閉塞性動脈硬化症
●慢性閉塞性肺疾患　　　　●両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

被保険者（加入者）

65歳以上の方
（第1号被保険者）

40歳以上
65歳未満の方
（第2号被保険者）

　介護や支援が必要であると要介護・要支援認定を受けた
場合に、介護サービス・介護予防サービスを利用できます。

介護保険被保険者証
　65歳以上のみなさんに被保険者証が交付されます。
　新たに 65歳になる方には 65歳に到達した月に交付さ
れます。被保険者証は介護保険の被保険者であることの証
明書です。
　被保険者証にはサービスを利用するための大切な情報が
記載されています。大切に保管してください。

　介護保険で対象となる病気※が原因で要介護・要支援認
定を受けた場合に、介護サービス・介護予防サービスを利
用できます。

介護保険被保険者証

　要介護・要支援の認定を受けた方や交付の申請をした方
に交付します。
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サービスを利用するまでの流れ
　介護保険のサービスを利用するためには、市に申請して「介護や支援
が必要な状態である」と認定される必要があります。窓口に申請すると、
認定調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの
介護が必要であるかが決められます。

介護保険

●認定調査
　認定調査員が自宅を訪問し、心身の状態や生活状況等につい
て本人や家族から聞き取り調査などを行います。
　調査は全国共通の調査票に基づき、基本調査、概況調査、調
査員による特記事項の記入を受けます。必要に応じて日常生活
支援・総合事業の基本チェックリストも行います。

●主治医意見書
　主治医に心身の状況について意見書（主治医意見書）を作成
してもらいます。（市より医療機関に依頼します。）
　日ごろ、病院にかかっていない方は、健康診断や診察等を受
け、主治医をみつけておくようにしましょう。

●審査・判定
　認定調査の結果と主治医意見書をもとに、保健、医療、福祉
の専門家による「介護認定審査会」で審査され、介護を必要と
する度合い（要介護状態区分）や有効期間が決定されます。

　サービスの利用を希望する人は、市の担当窓口に
「要介護・要支援認定」及び「事業対象者判定」の申
請をしましょう。申請は本人または家族が行いますが、
申請に行くことができない場合などには、成年後見
人、高齢者支援センター、または指定居宅介護支援
事業者や介護保険施設などに、申請を代行してもら
うこともできます。

※65歳以上の人で、交通事故などの第三者による行為が原因で介護保険を利用する場合は、
市への届出が必要です。市の窓口へご連絡ください。

●❶ 申請をします

●❷ 要介護・要支援認定が行われます

《申請に必要なもの》

● 要介護・要支援認定申請書
● 介護保険被保険者証
● 主治医の情報
　 （氏名・医療機関名）
● 健康保険被保険者証の写し
　 （第 2号被保険者の場合）
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★要介護 1～ 5と認定された人
　居宅介護支援事業者のケアマネジャーに依頼して、利用
するサービスを決め、ケアプラン（介護サービス計画）を
作成してもらいます。

★要支援 1・2と認定された人または事業対象者と認定された人
　高齢者支援センターで介護予防ケアプラン（介護予防サービス計画）等を作成してもら
います。

　認定された要介護度には有効期間があります。
　介護保険サービスを利用されていない方や利用予定のない方は、更新申請の必要はあり
ません。今後、サービスが必要になった時に改めて申請してください。
　介護保険サービスを利用している方は、要介護認定申請または事業対象者判定申請が必
要です。有効期間が終了する 60日前から申請することができます。

　サービス事業者に被保険者証と負担割合証を提示して、
ケアプランに基づいたサービスを利用します。

●❹ ケアプランを作成します

●❻ 有効期間の更新について

●❺ サービスを利用します

　原則として申請から 30日以内に、認定結果が「認定結果通知書」で通知されます。介護
保険被保険者証と、利用者負担の割合が記載された介護保険負担割合証が交付されますの
で、内容を確認しておきましょう。

●❸ 認定結果が通知されます

【要介護状態区分】
要介護５
要介護４
要介護３
要介護２
要介護１
要支援２
要支援１
非該当

【利用できるサービス】

●介護サービス

● 介護予防・生活支援サービス事業

●介護予防サービス
●介護予防・生活支援サービス事業

※詳しくは次ページ以降へ

基本チェックリストを受けて「事業対象者」と判定された場合

※併せて利用できます

※詳しくは 12ページへ
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介護保険

　「要介護１～５」と認定された方は、介護サービスを利用することができます。サービス利用
を開始する前に、居宅介護支援事業者などに依頼して、利用するサービスの内容を具体的に盛
り込んだケアプランを作成します。

※ケアプランの作成は全額が保険給付となり利用者負担はありません。
　認定結果と一緒に北広島市内の居宅介護支援事業所・高齢者支援センター一覧を同封します。

要介護１～５の方へのサービス
（介護サービス）

要介護認定の通知（要介護１～５）

在宅でサービスを利用したい 施設へ入所したい

サービスの開始

サービス事業者と契約

訪問介護や訪問看護などを行う
サービス事業者と契約します。

ケアプランの作成

居宅介護支援事業者
ケアプランの作成

入所した施設で、ケアマネジャーが
利用者に合ったケアプランを作成し
ます。

居宅介護支援事業者に
ケアプランの作成を依頼

「ケアプラン作成依頼届出書」を
市に提出

介護保険施設と契約

入所を希望する施設へ直接
申し込みます。

施設サービスを利用
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　要支援 1・2と認定された方は、介護予防サービスまたは介護予防・生活支援サービスを、
事業対象者の方は、介護予防・生活支援サービスのみを利用することができます。

※介護予防ケアプランの作成は全額が保険給付となり利用者負担はありません。
　認定結果と一緒に北広島市内の高齢者支援センター一覧を同封します。

要支援１・２の方または事業対象者へのサービス
（介護予防サービス、介護予防・生活支援サービス）

要支援認定等の通知（要支援 1・2、事業対象者）

高齢者支援センター職員によるアセスメント

サービス担当者との話し合い

介護予防ケアプランの作成

要支援１・２の方のみ
予防給付の介護予防
サービスを利用

要支援１・２の方または
事業対象者の方
介護予防・生活支援
サービスを利用
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介護保険

介護保険のサービスを利用するとき
居宅（在宅）サービスの支給限度額

　介護保険の在宅サービスの利用の際には、要介護状態区分別に介護保険で利用できる上限額（支給
限度額）が決められています。利用者の負担（以下、自己負担という。）は費用の 1～ 3割です。上
限額を超えた分は全額自己負担となります。

要介護状態区分 １か月当たりの上限額 上限額の範囲で利用できるサービス

事業対象者
（要支援1相当）

50,320円 ・介護予防通所介護相当サービス
・介護予防通所型サービスC
・介護予防訪問介護相当サービス
・介護予防訪問型サービスA

事業対象者
（要支援2相当）

105,310円

要支援１ 50,320円 ・介護予防通所介護相当サービス
・介護予防通所型サービスC ・訪問入浴介護
・訪問看護 ・訪問リハビリテーション
・介護予防訪問介護相当サービス
・介護予防訪問型サービスA
・通所リハビリテーション ・福祉用具貸与
・短期入所生活介護 ・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護 ・短期入所療養介護

要支援２ 105,310円

要介護１ 167,650円 ・訪問介護　・訪問入浴介護 ・訪問看護
・訪問リハビリテーション ・通所介護
・認知症対応型通所介護 ・地域密着型通所介護
・通所リハビリテーション ・福祉用具貸与
・短期入所生活介護 ・短期入所療養介護
・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護

要介護２ 197,050円

要介護３ 270,480円

要介護４ 309,380円

要介護５ 362,170円
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施設サービスなどを利用した場合の負担額

　施設サービス（介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院及び介護療養型医療施設）を利
用した場合の自己負担額は、①介護サービス費用の１割～ 3割と②食費、③居住費、④日常生活費
のそれぞれの全額となります。
　短期入所生活介護・短期入所療養介護、通所介護と通所リハビリテーションの滞在費・食費なども
全額が自己負担となります。

介護サービス費用

❶ 1割～3割 ＋ ❷ 食費 ＋ ❸ 居住費 ＋ ❹ 日常生活費

自己負担の割合

　介護保険のサービスを利用した場合、サービス費用の 1割～ 3割が自己負担となります。負担割
合は、所得区分により異なります。ただし、第 2号被保険者、市民税非課税の方、生活保護受給者
は、下表にかかわらず 1割です。

本人が
65歳以上で
市民税課税

本人の合計所得金額 ※1 が
220万円以上

同一世帯の65歳以上の方の
年金収入+その他の合計所得金額 ※2 が
単身世帯　340万円以上
２人以上　463万円以上

3割

同一世帯の65歳以上の方の
年金収入+その他の合計所得金額 ※2 が
単身世帯　280万円以上340万円未満
２人以上　346万円以上463万円未満

2割

同一世帯の65歳以上の方の
年金収入+その他の合計所得金額 ※2 が
単身世帯　280万円未満
２人以上　346万円未満

1割

本人の合計所得金額 ※1 が
160万円以上220万円未満

同一世帯の65歳以上の方の
年金収入+その他の合計所得金額 ※2 が
単身世帯　280万円以上
２人以上　346万円以上

2割

同一世帯の65歳以上の方の
年金収入+その他の合計所得金額 ※2 が
単身世帯　280万円未満
２人以上　346万円未満

1割

本人の合計所得金額が160万円未満 1割
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自己負担が高額になったとき（高額介護サービス費）

　同じ月に利用したサービス費用の自己負担の合計が、一定額を超えたときは、超えた分が「高額介
護サービス費」として後から給付されます。給付を受けるには、申請が必要ですが、一度提出すれ
ば、２回目以降の申請の必要はありません。
　同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合は、全員の利用者負担を合計します。

【自己負担の限度額（月額）】
区　　分 限　度　額

生活保護受給者 15,000 円（世帯）

市
民
税

非課税
世帯

その他の合計所得金額 ※2 と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
または老齢福祉年金受給の方

15,000 円（個人）

24,600 円（世帯）

その他の合計所得金額 ※2 と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 24,600 円（世帯）

課税
世帯

下記 ⑴ ～ ⑵ に該当しない方 44,400 円（世帯）

65歳以上で
課税所得が

⑴ 380万円以上690万円未満の方がいる世帯 ※3 93,000 円（世帯）

⑵ 690万円以上の方がいる世帯 ※3 140,100 円（世帯）

次のサービスでの自己負担額は、高額介護サービス費の対象にはなりません。

●福祉用具購入費　　　●住宅改修費　　　●施設サービスなどでの食費・居住費
●日常生活費など　　　●要介護度別の利用限度額を超えた全額自己負担分

施設サービスなどの食費・居住費（滞在費）の軽減（負担限度額）

　市民税非課税世帯の方について、施設サービス（短期入所サービス及び介護予防短期入所サービス
を含む）を利用した場合の食費・居住費（滞在費）が軽減されます。
　なお、この負担軽減を受けるためには、申請が必要となります。

利用者
負担段階

該当要件 ※4

所得要件 資産要件（預貯金等の額） ※5

第1段階
世帯全員が市民税非課税の方で、老齢福祉年金受給者ま
たは生活保護受給者

1,000万（夫婦で2,000万）円以下

第2段階 世帯全員が市民税非課税の
方で、その他の合計所得金
額 ※2 と課税年金収入額
と非課税年金額の合計が

80万円以下の方 650万（夫婦で1,650万）円以下

第3段階① 80万円超120万円以下の方 550万（夫婦で1,550万）円以下

第3段階② 120万円超の方 500万（夫婦で1,500万）円以下

第4段階 ※6
（非該当）

・本人が市民税非課税で、世帯員に市民税課税者がいる方
・本人が市民税課税の方
・配偶者が市民税課税の方（世帯が分離している配偶者を含む。）

介護保険



15

【利用者負担段階別の軽減後の食費・居住費（滞在費）日額】

利用者
負担段階

食費 居住費（滞在費）

短期
入所 施設 ユニット型

個室
ユニット型
個室的多床室

従来型個室
（特養等）

従来型個室
(老健・療養型等) 多床室

第1段階 300円 300円 820円 490円 320円 490円 0円

第2段階 600円 390円 820円 490円 420円 490円 370円

第3段階① 1,000円 650円
1,310円 1,310円 820円 1,310円 370円

第3段階② 1,300円 1,360円

第4段階 各施設で設定する金額

預貯金等に含まれるもの 確認方法

預貯金（普通・定期） 通帳の写し等（直近2カ月分）

有価証券（株式・国債・地方債・社債等） 証券会社や銀行の口座残高の写し

金銀等、時価評価額が容易に把握できる貴金属 購入先銀行等の口座残高の写し

投資信託 （信託）銀行、証券会社等の口座残高の写し

タンス預金 自己申告

負債（住宅ローン等） 借用証書など

【お問い合わせ】高齢者支援課給付担当（内線 2162）

高額医療・高額介護合算制度

　世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年８月から１年間にかかった医療保険と介護保
険サービス費の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。（入院
時の食事負担や差額ベッド代などは含みません。）

※医療保険から高額療養費、介護保険から高額介護サービス費が支給されている場合は、その額が差
し引かれて支給されます。

後期高齢者医療制度
＋介護保険

（75歳以上の方がいる世帯）

被用者保険または
国民健康保険＋介護保険

（70～74歳の方がいる世帯）

被用者保険または
国民健康保険＋介護保険
（70歳未満の方がいる世帯）

現役並み所得者 67万円～212万円 67万円～212万円 141万円～212万円

一般 56万円 56万円 60万円～67万円

市民税
非課税

Ⅱ ※7 31万円 31万円 34万円

Ⅰ ※8 19万円 19万円 34万円

【お問い合わせ】高齢者支援課給付担当 （内線 2165）
保険年金課医療給付担当（内線 2103）
保険年金課国保給付担当（内線 2121）
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介護保険

65 歳以上の方（第 1号被保険者）の保険料
　保険料は、介護サービスにかかる費用（自己負担分を除く。）から算出される基準額をもとに、前
年の所得と本人を含む世帯全員の市民税課税状況に応じて毎年度決められます ※9 。65歳以上の
方お一人おひとりで算定しますので、夫婦とも 65歳以上の場合は、夫婦別々に算定されることにな
ります。

※年度途中で 65歳に到達（市外から転入）した方の保険料は、到達（市外から転入）した日の属する
月から月割りで計算されます（65歳に到達した日とは、法令に基づき誕生日の前日となります。）。
40 歳～ 64歳までの方の保険料は、65歳到達の前月分までとなり、重複して徴収されることはあり
ません ※10 。

【令和 3～ 5年度　65歳以上の方の保険料】
所得段階
区分

対象となる方 算定方法 年額保険料
（月額換算 ※11 ）

第１段階

老齢福祉年金受給者 ※12 、中国残留邦人等の方々のための支援給付
を受けている方、生活保護受給者で世帯全員が市民税非課税の方 基準額  × 0.3 18,720 円（1,560 円）

世帯全員が市民税非課税で、本
人の前年の公的年金収入金額と
その他の合計所得金額 ※2 の合
計が

80万円以下の方

第２段階 80万円を超え 120万円以下の方 基準額  × 0.5 31,200 円（2,600 円）

第３段階 120万円を超える方 基準額  × 0.7 43,680 円（3,640 円）

第４段階 世帯の中に市民税課税者がいて、
本人が市民税非課税で、本人の
前年の公的年金収入金額とその
他の合計所得金額 ※2 の合計が

80万円以下の方 基準額  × 0.85 53,040 円（4,420 円）

第５段階 80万円を超える方 基準額 62,400 円（5,200 円）

第６段階

本人が市民税課税で、
前年の合計所得金額 ※1 が

120万円未満の方 基準額  × 1.2 74,880 円（6,240 円）

第７段階 120万円以上 210万円未満の方 基準額  × 1.3 81,120 円（6,760 円）

第８段階 210万円以上 320万円未満の方 基準額  × 1.5 93,600 円（7,800 円）

第９段階 320万円以上 500万円未満の方 基準額  × 1.65 102,960 円（8,580 円）

第 10段階 500万円以上の方 基準額  × 1.8 112,320 円（9,360 円）

保険料の減免制度について

　生活が著しく困窮している方を対象とした減免制度があります。以下の条件を全て満たした方が対
象となります（生活保護受給者世帯は対象となりません。）。
　その他、災害により著しい損害を受けた場合や長期入院・失業などにより収入が著しく減少する場
合で、保険料の納付が困難となった際は、ご相談ください。

【お問い合わせ】高齢者支援課認定保険料担当（内線 2174）
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※1 　 「合計所得金額」とは、合計所得金額から、長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控
除額を控除した金額を指します。また、給与所得または年金の雑所得が含まれて
いる場合、それらの合計額から 10万円を控除した額（ただし、控除後の合計額
が 0円を下回る場合は 0円）とします。

※2 　 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得と長期譲渡所
得・短期譲渡所得の特別控除額を控除した金額を指します。また、給与所得が含
まれる場合、給与所得（給与所得と年金の雑所得の双方を有する方に対する所得
金額調整控除が行われている場合には、その控除前の金額）については、10万円
を控除した額（ただし、控除後の合計額が 0円を下回る場合は 0円）とします。

※3 　 利用者が世帯主で同一世帯に19 歳未満（前年所得38万円以下）の方がいる場合、
19歳未満の世帯員数に応じた一定額が課税所得から控除されます。

※4 　所得要件と資産要件の両方を満たしていることが必要です。

※5 　 第 2 号被保険者の方の資産要件は表にかかわらず 1,000 万（夫婦で 2,000 万）
円以下となります。

※6 　 資産要件により第 4段階（非該当）と判定された方は、預貯金等の金額が範囲内
になった場合、再度申請すると認定になることがあります。

※7 　属する世帯の世帯主及び世帯全員が市民税非課税でⅠに該当しない方

※8 　 属する世帯の世帯主及び世帯全員が市民税非課税で次のいずれかに該当する方
 ⑴ 世帯全員の各所得が必要経費・控除を差し引いたとき 0円となる方（公的年金

の控除は 80万円として計算します。公的年金収入のみの場合、その受給額が
80万円以下の方）

 ⑵ 老齢福祉年金を受給している方

※9 　 世帯は 4月 1日（年度途中で資格取得した方は資格取得日）時点での住民登録で
判断します。

※10 　 1 月から 3月に 65歳に到達（市外から転入）された方の合計所得金額と課税年
金収入額は前々年の金額となります。

※11 　 「月額換算」は、年額保険料を 12か月で割った額です。納付月毎に納める金額と
は納期数により異なります。

※12 　 「老齢福祉年金」とは、明治 44年 4月 1日以前に生まれた方で、一定の所得がな
い方やほかの年金を受給できない方に支給される年金です。

13 ～ 16ページの注意書きの説明
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介護保険サービス

要支援１・２の方へのサービス（介護予防サービス）
居宅（在宅）サービス

サービスの種類 サービスの内容

介護予防訪問入浴介護
介護職員と看護師が自宅を訪問し、浴槽を提供して入浴介護を行いま
す。

介護予防訪問リハビリテーション
在宅療養している方で、通院が困難な場合、自宅を訪問する理学療法
士や作業療法士、言語聴覚士によるリハビリテーションを受けられる
サービスです。

介護予防訪問看護
在宅療養している方で、通院が困難な場合、定期的に自宅を訪問する
看護師による健康チェックや療養上の世話、助言を受けられるサービ
スです。

介護予防居宅療養管理指導
医師・歯科医師・薬剤師等が自宅を訪問し、療養上の管理や指導、助
言等を行います。

介護予防通所リハビリテーション
心身機能の維持・向上のために、主治医が必要と認める場合、老人保
健施設や医療機関等に通い、食事などの日常生活上の支援や生活行為
向上のための支援、リハビリテーションを受けられるサービスです。

介護予防短期入所生活介護
（福祉施設でのショートステイ）

家庭における介護が一時的に困難になったとき等に、介護老人福祉施
設に短期間滞在し、食事や着替え・入浴等の日常生活上の支援を受け
られるサービスです。

介護予防短期入所療養介護
（老健施設・病院等でのショートステイ）

家族における介護が一時的に困難になったとき等に、介護老人保健施
設や医療施設等に短期間滞在し、医師や看護師・理学療法士などか
ら、医学的管理のもと機能訓練や日常生活上の支援を受けられるサー
ビスです。

介護予防特定施設入居者生活介護
介護保険の指定を受けた介護付有料老人ホームなどに入居し、スタッ
フから日常生活支援を受けるとともに、生活機能向上に配慮したサー
ビス提供を受けられます。

介護予防福祉用具貸与

介護予防に役立つ福祉用具（工事を伴わない手すり及びスロープ、歩
行器、歩行補助つえ）の月々の貸与料を利用限度額内に限り、7割～9
割を支給します。なお、例外的に要介護２～５相当の福祉用具が必要
と認められた場合、貸与料の支給を行うことがあります。

介護予防特定福祉用具購入
福祉用具（腰掛け便座、入浴補助用具、特殊尿器、排泄予測支援機
器、簡易浴槽、移動用リフトのつり具）を指定の販売業者から購入を
行う際に、７割～9割を支給します。（限度額：年間10万円）

介護予防住宅改修
介護予防を目的とした手すりの取付けや段差解消などの住宅改修を行
う際に、事前申請によって20万円を上限に工事代金の7割～9割を支
給します。
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地域密着型サービス

サービスの種類 サービスの内容

介護予防認知症対応型共同生活介護
認知症の方が、介護スタッフの支援を受けながら、少人数（5～9人）で
共同生活する施設です。（要支援２の方が対象です。）

介護予防認知症対応型通所介護
認知症の方が、デイサービス事業所へ通い、食事・入浴の提供や、日常
動作訓練、レクリエーションなどが受けられます。

介護予防小規模多機能型居宅介護
利用登録したサービス事業所で「通い」を中心に「訪問」や「泊まり」
などを組み合わせて利用できるサービスです。

要支援１・２の方、または事業対象者へのサービス
（介護予防・生活支援サービス）
居宅（在宅）サービス

サービスの種類 サービスの内容

介護予防訪問介護相当サービス
ホームヘルパー（訪問介護員）が自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事の介
助等の身体介護や掃除・洗濯・調理・買い物等の生活援助を行います。

介護予防訪問型サービスＡ
（基準緩和サービス）

ホームヘルパー（訪問介護員）が自宅を訪問し、掃除・洗濯・調理・買
い物等の生活援助を行います。（入浴・排せつ・食事等の介助等の身体
介護は含まれません。）

介護予防通所介護相当サービス
デイサービス事業所へ通い、機能訓練や食事、入浴等の日常生活の支援
を受けられるサービスです。

介護予防通所型サービスＣ
（短期集中予防）

ケアマネジャーのプランのもと、３～６カ月の間に、自宅の環境調整や
個別の機能訓練を行い、心身の機能向上と自立した生活を目指します。

MEMO  
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介護保険サービス

要介護１～５の方へのサービス（介護サービス）
居宅（在宅）サービス

サービスの種類 サービスの内容

訪問介護
ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事の介助等の身体介
護や掃除・洗濯・調理・買い物等の生活援助を行います。通院時の乗
車・降車の介助を行うこともできます。

訪問入浴介護 介護職員と看護師が自宅を訪問し、浴槽を提供して入浴介護を行います。

訪問リハビリテーション
在宅療養している方で、通院が困難な場合に、自宅を訪問した理学療法
士、言語聴覚士によるリハビリテーションを受けられるサービスです。

訪問看護
在宅療養している方で、通院が困難な場合に、定期的に自宅を訪問する
看護師による健康チェックや療法上の世話、助言を受けられるサービス
です。

居宅療養管理指導
医師・歯科医師・薬剤師等が自宅を訪問し、療養上の管理や指導、助言
等を行います。

通所介護
定員19人以上のデイサービス事業所へ通い、機能訓練や食事、入浴等
の日常生活の支援を受けられるサービスです。

通所リハビリテーション
心身機能の維持・向上のために、主治医が必要と認める場合、老人保健
施設や医療機関等に通い、食事などの日常生活上の支援や生活行為向上
のための支援、リハビリテーションを受けられるサービスです。

短期入所生活介護
（福祉施設でのショートステイ）

家庭における介護が一時的に困難になったとき等に、介護老人福祉施設
に短期間滞在し、食事や着替え・入浴等の日常生活上の支援を受けられ
るサービスです。

短期入所療養介護
（老健施設・病院等でのショートステイ）

家庭における介護が一時的に困難になったとき等に、介護老人保健施設
や医療施設等に短期間滞在し、医師や看護師・理学療法士などから、医学
的管理のもと機能訓練や日常生活上の支援を受けられるサービスです。

特定施設入居者生活介護
介護保険の指定を受けた介護付有料老人ホームなどに入居し、食事・入
浴・排せつなどに関わる介護やリハビリテーションが受けられます。

福祉用具貸与

福祉用具の月々の貸与料を利用限度額内に限り、7割～9割を支給しま
す。要介護１と要介護２～５の方で対象福祉用具が異なります。なお、
例外的に要介護1の方でも要介護２～５相当の福祉用具が必要と認めら
れた場合、貸与料の支給を行うことがあります。

特定福祉用具購入
福祉用具を指定の販売業者から購入を行う際に、７割～9割を支給しま
す。（限度額：年間10万円）

住宅改修
手すりの取付けや段差解消などの住宅改修を行う際に、事前申請によっ
て20万円を上限に工事代金の７割～9割を支給します。
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地域密着型サービス

サービスの種類 サービスの内容

認知症対応型共同生活介護
認知症の方が介護スタッフの支援を受けながら、少人数（5～9人）で
共同生活する施設です。

認知症対応型通所介護
認知症の方が、デイサービス事業所へ通い、食事・入浴の提供や、日常動
作訓練、レクリエーションなどが受けられます。

小規模多機能型居宅介護
利用登録したサービス事業所で「通い」を中心に「訪問」や「泊まり」
などを組み合わせて利用できるサービスです。

看護小規模多機能型居宅介護
要介護度が高く、医療的なケアを必要とする方が、「小規模多機能型居
宅介護」に加え、必要に応じて「訪問看護」を利用できるサービスで
す。

地域密着型通所介護
定員18人以下の小規模なデイサービス事業所に通い、食事、入浴、リ
ハビリテーションやレクリエーションなどを受けることができるサービ
スです。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が一体的に密接し、連携しな
がら、定期巡回と随時の対応・訪問を行うサービスです。

夜間対応型訪問介護
夜間帯にホームヘルパーが訪問し、定期巡回と随時の対応・訪問を行う
サービスです。

施設サービス

サービスの種類 サービスの内容

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

常時介護が必要で自宅での生活が困難な方が入所して、日常生活の支援
や介護を受ける施設です。（要介護３以上の方が対象です）

介護老人保健施設
（老人保健施設）

日常生活動作のリハビリテーションなどを行いながら、在宅生活への復帰
を目的としているため、退所して家庭での生活ができるか定期的に検討し
ます。

介護医療院
長期的に医療と介護が必要な高齢者を対象とし、日常的な医学管理や生
活施設としての機能を兼ね備えた施設です。
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介護保険サービス

主たる相談先
介護サービスを利用したい 要介護度１から５の方の相談（ケアプラン作成、サービス利用等）

居宅介護支援事業所 ※令和５年５月末現在

名称 所　在　地 電話番号

居宅支援相談センターきぼう 輪厚 704-16 376-3911

北広島地域ケアプラン相談センター 中央 3丁目 3-1 しんこうビル 2階 372-5665

北広島市高齢者総合ケアセンター 聖芳園指定居宅介護支援ステーション 西の里 347-4 375-3245

北広島居宅介護支援事業所四恩園 緑陽町 1丁目 2 373-7100

ケアプランセンター東部緑の苑 朝日町 2丁目 6-9 373-8118

ケアプランセンターＥはうす札幌 西の里北 1丁目 1-18 375-7218

居宅介護支援事業所喜望の杜 共栄町 4丁目 5-13 370-2233

ケアプランセンターあさがお 東共栄１丁目 24-9 807-5676

介護支援センターひかり　 大曲末広 2丁目 1-13　 377-1891

居宅介護支援ささえるさんきたひろ 美沢１丁目 2-12　 802-6855

ケアプランセンターおりーぶ 栄町１丁目 5-5 398-8822

施設に入所したい ※令和５年５月末現在

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
名称 所　在　地 電話番号

北広島市高齢者総合ケアセンター 特別養護老人ホーム聖芳園 西の里 347-4 375-3126

北広島リハビリセンター特養部四恩園 富ヶ岡 509-31 373-6655

特別養護老人ホーム東部緑の苑 共栄 276-20 376-8686

介護老人保健施設
名称 所　在　地 電話番号

介護老人保健施設エスポワール北広島 輪厚 704-16 376-3911

介護医療院
名称 所　在　地 電話番号

医療法人社団西の里恵仁会病院 西の里 506 375-3225

介護医療院えみの里順天 大曲 695 376-3451
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認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
名称 所　在　地 電話番号

グループホーム北のゆめ 稲穂町東 10丁目 4-17 376-7700

グループホーム里の家大曲 大曲緑ヶ丘 1丁目 2-2 377-8373

グループホーム雪ぼうし 輪厚 704-31 377-3914

グループホーム紅葉館 虹ヶ丘 8丁目 2-11 375-5454

グループホームほこしあ 輝美町 2-3 376-6555

グループホーム共栄の郷 共栄町 4丁目 11-1 372-7055

グッドケア・山手 山手町 6丁目 4 370-1294

グループホームあさひの家北広島 西の里南 1丁目 1-18 375-5517

北広島グループホーム四恩園 緑陽町 1丁目 2 373-7118

グループホームヤマブキの家 中央 4丁目 7-5 807-8029

グループホームくらしさ北広島 大曲南ヶ丘 1丁目 12-1 377-9043

サービス付き高齢者向け住宅
名称 所　在　地 電話番号

フォレストビュー北広島 南町 4丁目 1-3 373-1885

ライフドリーム大曲 大曲幸町 4丁目 2-1 375-0602

サービス付き高齢者向け住宅　アゼリア館北広島 中央 3丁目 4-6 372-2388

サービス付き高齢者向け住宅　しおん 緑陽町 1丁目 2 373-7121

ふれあいの里華れん 虹ヶ丘 7丁目 2-3 375-5602

介護付有料老人ホーム悠々 輪厚 558-143 377-1101

有料老人ホーム
名称 所　在　地 電話番号

住宅型有料老人ホーム　Ｅはうす札幌 西の里北 1丁目 1-18 375-7218

住宅型有料老人ホーム　サンヴィレッジ北広島 中央 6丁目 9-2 299-3370

住宅型有料老人ホーム　くらしさ北広島 大曲南ヶ丘 1丁目 12-1 376-3333

住宅型有料老人ホーム　共同住宅はな北広島 稲穂町東 8丁目 5-11 370-1187

Maple Town 喜望の杜 共栄町 4丁目 5-13 370-2233

住宅型有料老人ホーム　ドミトリー喜望の杜Ⅱ号館 輝美町 2-16 887-7831

住宅型有料老人ホーム　Eはうすにしの郷 西の里北１丁目６-1 398-5226

住宅型有料老人ホーム　大曲椿 大曲光 3丁目 1-1 802-5545

特定施設入居者生活介護
名称 所　在　地 電話番号

ケアハウスきたひろしま 輪厚 512-4 377-1020

介護付有料老人ホームサンヴィレッジ北広島 中央 6丁目 9-2 299-3370

ふれあいの里華れん 虹ヶ丘 7丁目 2-3 375-5602

介護付有料老人ホーム悠々 輪厚 558-143 377-1101

参考 市内の介護サービス事業所一覧
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緊急通報システム
対象者 お問い合わせ

一人暮らしの高齢者や重度の身体障がい者の方で持病の
ある方や健康上の不安のある方

高齢者支援課高齢者福祉担当（内線 2172）

内　容

電話回線や携帯型端末を使い、急病などの緊急事態を通報できる装置を貸し出しします。装置は「固定型」
と「携帯型」があり、固定型は熱・煙・ガスセンサーも一緒に取り付けることができます。設置時に所得に応
じた自己負担があるほか、携帯型は月額４００円の自己負担があります。

テレホンサービス
対象者 お問い合わせ

一人暮らしの高齢者の方 高齢者支援課高齢者福祉担当（内線 2172）

内　容

ボランティアの方が電話をかけますので健康状態や日常生活でお困りのことなどをお話しください。無料で
利用できます。

除雪サービス
対象者 お問い合わせ

除雪が困難な低所得（市民税の所得割が非課税）の高齢
者や障がい者の方だけの世帯で、3親等以内の親族が市内
にいない方

高齢者支援課高齢者福祉担当（内線 2172）

内　容

除雪ボランティアの方などが、玄関先から公道までの生活に必要な通路部分の除雪を行います。また、有料
で間口部分の置き雪の置き換え除雪をすることもできます。

配食サービス
対象者 お問い合わせ

食事を作ることが困難な高齢者や障がい者の方だけの世帯 高齢者支援課高齢者福祉担当（内線 2172）

内　容

1食400円の負担で毎日（年末年始を除く。）夕食のお弁当をお届けします。お弁当は一般食と治療食があ
り、治療食は糖尿病、じん臓病、すい臓病、心臓病、高血圧症などの疾患のため、医師からの指示がある方
が利用できます。

在宅福祉サービス
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高齢者等地域見守り事業
対象者 お問い合わせ

一人暮らしの高齢者の方 高齢者支援課高齢者福祉担当（内線 2172）

内　容

住み慣れた地域で孤立せずに安心して生活できるように、日常業務の中で戸別に訪問する事業者と協力し
て高齢者等を見守る体制を整えています。

紙おむつ購入費の助成
対象者 お問い合わせ

在宅で寝たきりまたは重度の認知症高齢者、重度の身体・
知的障がい者（３歳以上）の方で、常時紙おむつを使用し
ている方

高齢者支援課高齢者福祉担当（内線 2172）

内　容

市内指定店舗で使用できる紙おむつ購入助成券を交付します。申請時期により交付額が異なります。（市民
税課税世帯年間最大30,000円、市民税非課税世帯年間最大60,000円）

訪問理容サービス
対象者 お問い合わせ

在宅で寝たきりの高齢者や重度の身体障がい者の方 高齢者支援課高齢者福祉担当（内線 2172）

内　容

理容師が訪問して散髪を行います。事前の申込みが必要で、1回1,000円の自己負担で利用できます。利用
回数は、最大年6回です。
※申請時期により利用できる回数が異なります。

認知症高齢者等 SOSネットワーク事業
対象者 お問い合わせ

徘徊または徘徊のおそれのある認知症高齢者等 高齢者支援課高齢者福祉担当（内線 2172）

内　容

認知症高齢者等が行方不明になった場合、地域の協力を得て早期発見・保護することを目
的としています。万が一のときに素早い対応と速やかな発見につなげるため、事前に登録し
ていただくことをお勧めします。登録した方は、個人賠償責任保険への加入を行っていま
す。また、高齢者等が行方不明になった際は、情報提供などのご協力をいただける方に
LINEでお知らせしますので、ご登録をお願いします。

LINE登録用
２次元コード
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いどころ発信システムの助成
対象者 お問い合わせ

認知症などにより、徘徊するおそれのある40歳以上の方
を在宅で介護する方

高齢者支援課高齢者福祉担当（内線 2172）

内　容

GPS（位置情報検索システム）により居場所を発見できる発信機を導入する際の諸費用を助成します。助成
限度額は、7,000円です。基本料金と位置情報提供料金は、自己負担となります。

長寿祝福事業
対象者 お問い合わせ

満100歳の誕生日を迎える方 高齢者支援課高齢者福祉担当（内線 2172）

内　容

長寿を祝福し祝金として５万円を贈呈します。対象となる方には、誕生日を迎える前に事前に通知いたします。

きたひろ健康ポイント事業
対象者 お問い合わせ

Ⓐ ボランティアポイント：当該年度中において19歳以上
Ⓑ 健康づくりポイント ：活動日において満65歳以上
Ⓒ 検診ポイント ：受診日において満65歳以上

高齢者支援課高齢者福祉担当（内線 2172）

内　容

市に登録している事業所でのボランティア活動や健康づくり・介護予防活動への参加、温泉施設の利用、各
がん検診等の受診などによりポイントを付与し、貯まったポイントは現金または地場産品に交換することが
できます。
ポイント付与期間
　令和5年4月1日～令和6年3月31日（検診ポイントは令和5年12月28日まで）
ポイント交換申請期間
　①現金と交換する方：令和5年9月1日から令和6年5月31日まで
　②地場産品と交換する方：令和6年4月15日から令和6年5月31日まで　

　※ポイント手帳の配布及び交換申請は市高齢者支援課及び各出張所等で受け付けております。

←市ホームページリンク２次元コード
　きたひろ健康ポイント事業の詳細はこちらから
　※登録事業所の一覧も掲載しております。

在宅福祉サービス
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認知症カフェ（おれんじカフェ）
対象者 お問い合わせ
認知症の方や介護している家族の方、認知症に関心がある方 福祉総合相談室（内線 2156）
内　容
お茶を飲みながら、語らいやレクリエーションなどをして過ごします。
スタッフに介護や医療の専門職がいますので気軽に相談できます。
※いずれも参加費がかかりますので詳しくは直接お問い合わせください。

カフェ名 場　　所 利用時間 お問合せ

心結 (ゆい ) カフェ 地域交流ホームふれて  
白樺町 1丁目 8-2

毎月第 3金曜日
13：00～ 15：00

みなみ高齢者支援センター
☎ 372-8110

おれんじカフェすずらん 北広島団地集会所
輝美町 3-2

毎月第 4水曜日
10：00～ 12：00

高橋　俊郎
☎ 373-5261

ふぁみり～おれんじカフェ 富ヶ岡会館
新富町東 2丁目 3-3

毎月最終土曜日
10：00～ 12：00

茶話本舗事業所内
☎ 807-5676

救急情報キットエルフィンバトン
対象者
65歳以上の高齢者または次のいずれかに該当する方
A  身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っている
B  特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当のいずれかを受給している
C  障がい福祉サービス等、自立支援医療、特定疾患医療のいずれかの受給者証を持っている
内　容 お問い合わせ
緊急時に本人が自身で説明ができない場合、かかりつけ医
や服薬内容、緊急連絡先等の必要な情報を医療従事者等に
伝達するものです。

地域支え合いセンター（☎ 378-4277）

成年後見制度
対象者 お問い合わせ
認知症や知的障がい、精神障がいなどにより自分で十分に
判断することができない方

成年後見センター（☎378-4285）

内　容
財産の取引き、福祉サービス利用などの各種手続きや契約を行うときに、一方的に不利な契約を結ばれない
よう法律面や生活面で支援し、本人の権利や財産を守ることを目的とした制度です。申立ては家庭裁判所に
行い、申立権があるのは基本的に4親等以内の親族となっています。北広島市では、2親等以内に申立てをす
る親族がいないなど、特に必要がある場合、市長が申立てします。また、成年後見制度利用支援事業として、
所得状況に応じ申立て費用や後見人などの報酬費用を助成する制度があります。
なお、成年後見制度利用に関する相談支援や申立て手続きのアドバイスなどを行う、成年後見センターを
開設しておりますので、お気軽にご相談ください。
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認知症初期集中支援チーム
対象者 お問い合わせ

40歳以上で在宅生活をしている、認知症または疑いのある方 福祉総合相談室（内線 2157）

内　容

認知症に関する医療や介護の専門職によるチームで、対象者の家庭を訪問し、適切な医療や介護サービス
につなげるための支援を行います。また、年2回程度不定期に認知症サポート医による「もの忘れ相談」を開
催しています。

移送サービス
対象者 お問い合わせ

要介護認定で要介護4、5の認定を受けた方または下肢や体幹
機能に重度の障がいがある方で、移動に際して車いすまたはス
トレッチャーを利用し、ホームヘルパーの介助が必要な在宅の
方

福祉課障がい福祉担当（内線 2145）

内　容

医療機関への通院や入退院、補装具の交付等に係る判定を受けるために移動する場合に利用できます。事
前の申込みが必要で、自己負担は移動先により異なり1回につき250円から1,000円です。

認知症支え合い事業
対象者 お問い合わせ

自宅で生活している認知症の方または認知症の疑いがある方 地域支え合いセンター（☎ 378-4277）

内　容

養成講座を受講した認知症支え合い員（傾聴ボランティア）2名が、対象となる方の自宅を訪問し、話し相手
や見守りをします。利用料は１回300円で、1回2時間以内、週1回までご利用いただけます。

認知症サポーター養成講座
対象者 お問い合わせ

町内会、自治会、学校、企業、団体、グループ等 地域支え合いセンター（☎ 378-4277）

内　容

認知症に関する正しい知識や具体的な対応方法を学びます。受講者には「認知症サポーター」の証として
「認知症サポーターカード」を差し上げます。無料で講師を派遣しますので、希望の日程と会場をお知らせ
ください。

在宅福祉サービス



29

車いすの貸出し
対象者 お問い合わせ

在宅生活で一時的に車いすを必要とする方 北広島市社会福祉協議会（☎ 372-1698）

内　容

貸出期間は通算6か月以内、貸出場所は社会福祉協議会、市役所各出張所、北広島団地住民センター、エル
フィンパーク市民サービスコーナー、中央公民館、ふれあい学習センター（夢プラザ）です。無料で貸出しし
ます。

日常生活自立支援事業
対象者 お問い合わせ

高齢や障がいにより日常生活の判断に不安のある在宅で生
活されている方

北広島市社会福祉協議会（☎ 372-1698）

内　容

福祉サービス利用の手続きや生活費の金銭管理、年金証書などの大切な書類のお預かりなど、基本的に
は、生活支援員が訪問し支援します。1回1時間程度の利用で、利用料金は1,200円と交通費実費がかかりま
す。書類の預かりで金融機関の貸金庫などを利用する場合は、費用の実費が自己負担となります。

生活あんしん事業
対象者 お問い合わせ

日常生活自立支援事業が利用できない方等 北広島市社会福祉協議会（☎ 372-1698）

内　容

日常生活自立支援事業と同じように、福祉サービス利用の手続きや生活費の金銭管理、年金証書などの大
切な書類のお預かりなど、基本的には生活支援員が訪問し支援します。1回1時間程度の支援1,200円と支
援員の交通費実費がかかります。書類の預かりで金融機関の貸金庫などを利用する場合は、費用の実費が
自己負担となります。

福祉バス
対象者 お問い合わせ

おおむね60歳以上の方で構成する団体や障がい者団体、社
会福祉協議会に登録されているボランティア団体等

北広島市社会福祉協議会（☎ 372-1698）

内　容

基本利用料金１日につき6,000 円でご利用いただけます。利用人員や利用時間についてはお問い合わせく
ださい。
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その他のサービス

住み替えたい、自宅を売りたい・貸したい、ご相談ください

　「自宅の除雪が大変」「早く売りたい」「利便性のいいところに住みたい」「高齢者住宅を選ぶときの
ポイント」など、住み替えや住宅の売買、賃貸を検討されている方を対象に住み替え先や住宅の売却
などについて相談をお受けしています。また、市内各会場にて「住み替え支援セミナー」（高齢者住
宅への住み替え・住宅の活用や処分）を実施していますので、将来に向けて話を聞いてみたい方な
ど、ぜひご参加ください。

■住み替えのこと ＮＰＯ法人札幌高齢者住まいのサポートセンター（TEL 011-200-0747）
■住宅の活用や処分 下記の北広島市連携宅建業者へ（市と連携している不動産事業者）

連携宅建業者 電話番号 住所

㈲ＫＣマネジメント 373-7737 中央6丁目13-10　ガゼル中央1階

㈲サンエステート 375-9436 中央6丁目13-10　ガゼル中央103号

㈱八城地建　北広島店 376-8460 中央6丁目6-3

㈱ヘイワ 372-1443 松葉町5丁目9-14

JMPサンライズ㈱ 807-5371 中央3丁目7-8　第1ニューオータニビル2階

ティーエスジー㈱ 377-3500 大曲南ヶ丘1丁目10-14

㈱サーチファイン 807-5260 大曲末広2丁目1-11

アミューズエステート㈱北広島営業所 398-8667 共栄323-5

【お問い合わせ】建設総務課（内線 4214）

出前トーク＆出前講座

　出前トーク・出前講座は、市民の皆さんに市のことを知っていただき、共通理解のもとにまちづく
りを進めるためのものです。詳細については担当にお問い合わせください。

■出前トーク…事前に設定したテーマをもとに市長が地域に出向き、直接市民の皆さんと意見交換します。

対　象 おおむね 10人以上の市内自治会・サークル・NPO・学校等の団体 開　　催 3・6・9・12月を除く日（議会開催中）

内　容 テーマをもとに、1時間程度トークをします 申込期限 希望日の前月 1日まで

※市長の都合によっては、ご希望に添えないこともあります。

■出前講座…市の担当職員が出向き、希望するメニューについて説明します。

対　象 市内に在住・通勤・通学している 5人以上の団体やグループ
申込期限 希望日の14日前まで

内　容 テーマをもとに、原則として平日で 1時間程度説明します

※出前講座には、一部実費のかかるものがあります。
申込書及び出前講座メニューは、市役所市民生活課、各出張所、北広島団地住民センター、エルフィンパーク市民サービスコーナー
のほか、ホームページにも掲載されています。メニューにないものはご相談ください。

【お問い合わせ】市民生活課（内線 2304）
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バス・タクシー料金を助成します

　運転免許自主返納後における高齢者の交通安全対策の推進、日常生活における足の確保等のために
バス・タクシー料金を助成します。

運転免許自主返納者バス等利用支援事業

対象者

申請時に満65歳以上で、運転免許証の自主返納により免許の全部が取り消された日から起
算して2年以内の方
※有効期限を過ぎ、失効した場合は対象となりません。
※1人1回限りの助成となります。

助成金額

20,000円分を下記から選択
①20,000円相当のバス利用助成券
②10,000円相当のバス利用助成券と10,000円相当のタクシー利用助成券
③20,000円相当のタクシー利用助成券

助成対象料金

①バス利用助成券
　市内を走行する次のバス路線に係るバス料金
　・北海道中央バス（高速バス路線を除く。）
　・ＪＲ北海道バス
　・北海道バス（北広島駅～ Fビレッジ間を走行するシャトルバスに限る。）
　・千歳相互観光バス（北広島駅～ Fビレッジ間を走行するシャトルバスに限る。）
②タクシー利用助成券
　札幌ハイヤー事業協同組合に所属している事業者のタクシー料金
※①、②ともに助成券が使えるのは、乗車か降車のいずれかが市内の場合であり、乗降が
いずれも市外の場合は使用できません。

申請期間 令和 5年5月8日（月）～令和 6年 3月29日（金）

有効期限 令和 7年 3月 31日まで

【お問い合わせ】企画課公共交通担当（内線 3606）

家庭ごみ

家庭ごみの庭先収集

　自らごみをごみステーションまで運ぶことが困難
な方で、お住まいの地域や身近にいる方の協力を得
ることができない方を対象に、自宅の庭先からごみ
収集を行っています。

対象者 ⑴ 要介護認定を受けている方
⑵ 身体障害者手帳の交付を受けている方

【お問い合わせ】環境課廃棄物管理担当（内線 4105）

ごみ袋の助成

　常時紙おむつを使用している方へ指定ごみ袋を一
定枚数交付します。

対象者

⑴  北広島市紙おむつ購入助成券の助成を受け
ている方

⑵  要介護 4以上の認定を受けて、常時紙おむ
つを使用している方

【お問い合わせ】環境課廃棄物計画担当（内線 4102）
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生きがいと社会参加

老人クラブ

　おおむね 60歳以上の方たちによる運営組織で、健康増進や教養の向上、地域交流などを目的に主
体的に活動しています。市では、運営費の一部助成、老人クラブ連合会に新規加入した老人クラブへ
の備品貸与等を行っています。

■東部地区
友好新栄会 会員32名 会長　志田　学 東共栄3-3-2 ☎373-4305
あさひ会 会員29名 会長　福永　重雄 朝日町4-9-8 ☎373-4810
シニアクラブ東共栄 会員27名 会長　長井　光雄 東共栄2-24-15 ☎372-8286
お茶の間クラブ 会員37名 会長　山田　敦彦 新富町東2-5-20 ☎373-3215
ハッピースマイル会 会員49名 会長　石村　敬子 東共栄4-7-18 ☎372-1238

■西の里地区
喜楽会 会員18名 会長 但野 五之 西の里北2-6-6 ☎090-2074-7574
虹和会 会員28名 会長 中野 茂則 虹ヶ丘4-3-6 ☎375-5758

■大曲地区
みどり会 会員20名 会長　木村　正明 大曲並木3-2-26 ☎377-3525
老相会 会員31名 会長　福屋　英治 大曲南ヶ丘3-21-17 ☎090-3391-5080
里翠会 会員23名 会長　浦　光弘 大曲188-33 ☎376-2422
柏葉会 会員27名 会長　山口　禎造 大曲柏葉2-4-15 ☎377-3690
大曲桜寿会 会員17名 会長　葛城　信弘 大曲末広3-8-9 ☎377-4754
かえで寿会 会員16名 会長　深澤　仁子 大曲末広7-9-1 ☎376-3091
緑寿会 会員30名 会長　筑田　幸悦 大曲緑ヶ丘5-8-11 ☎377-5550
明和会 会員30名 会長　松浦　佳代子 大曲並木2-6-29 ☎377-3348
ゴールドクラブ光 会員52名 会長　中鉢　明光 大曲光2-4-1 ☎377-6301
時の街クラブ 会員31名 会長　荒井　紘治 大曲光4-3-1 ☎377-1360

■西部地区
希望会 会員34名 会長　寺島　進 希望ヶ丘4-8-4 ☎377-7713

■北広島団地地区（さんぽまち）
鶴寿会 会員12名 会長　加賀谷　孝一 栄町1-2-2-802 ☎090-6447-5057
シニアときわ会 会員20名 会長　清水　章司 山手町6-8-6 ☎373-7193
ロイヤルクラブ 会員89名 会長　森利口　清治 北進町1-5-1　N2-703 ☎090-9088-2526

　　　【お問い合わせ】
　　　　老人クラブに関すること：北広島市老人クラブ連合会事務局
　　　　　　　　　　　　　　　　住所：北広島市北進町 1丁目 2-4 北広島駅前プラザ 3階
　　　　　　　　　　　　　　　　☎ 373-7746　※火～金　12時～ 15時
　　　　備品貸与等に関すること：高齢者支援課高齢者福祉担当（内線 2172）
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ボランティアセンター

　ボランティアセンターでは、ボランティア活動への参加を市民の皆さんに広く呼びかけ、その活動
を推進、支援するためにさまざまな事業を行っています。お気軽にボランティアセンターへお越しく
ださい。ボランティアのあらゆるご相談にお答えします。

■高齢者が参加できるボランティア団体
名称 活動内容 例会の日時と場所 会費 代表者・電話

アオサギの会 福祉施設行事協力 第 1月曜日　10時～ 12時
北広島エルフィンビル 有 会　長　越後谷　美和子

☎ 373-7486
北広島市
赤十字奉仕団

各種赤十字事業の参加
災害救護や地域福祉活動 不定期 無 委員長　長谷川　眞知子

☎ 376-3356

白樺会 福祉施設の訪問
お茶の間西の里の実施など

第２土曜日　13時～ 15時
西の里会館 有 代　長　井関　シズヱ

☎ 375-2427

あゆみの会
福祉施設の行事・レク活動の協力
車いす介助
社協の障がい福祉事業等の支援

第２月曜日　10時～ 12時 30分
北広島エルフィンビル 有 会　長　吉田　光彦

☎ 373-1007

北広島市
無線赤十字奉仕団 災害時の非常通信訓練

第３金曜日　18時～ 20時
（3・6・9・12月を除く）
北広島エルフィンビル

有 委員長　河井　任
☎ 373-7077

いいとも会 福祉施設での縫物
福祉施設行事協力など

第 4木曜日　9時～ 15時
北ひろしま福祉会（知的障がい者施設） 有 会　長　藤原　晴美

☎ 373-1049

北広島手話の会 聴力障がい者への協力
社協の手話事業協力など

金曜日　19時～ 20時 30分
土曜日　13時 30分～ 15時
北広島エルフィンビル
※第 4金曜日は夢プラザ

有 会　長　村木　寛志
☎ 372-4915

布のおもちゃ
ライブラリー
「赤い実の会」

布の絵本・おもちゃの制作
布のおもちゃライブラリーの開催

制作日　第 2・4金曜日　10時～ 15時
北広島エルフィンビル

有 会　長　皆木　智子
☎ 373-1568ライブラリー（12月は休み）

第４水曜日　13時～ 14時　天使の園
北広島ガイドヘル
パーの会「アイ」

視覚障がい者のガイド
アイマスク体験学習の協力

第 3月曜日　10時～ 12時
北広島エルフィンビル 有 会　長　大西　登志子

☎ 377-6378

北広島要約
筆記サークル

聴覚障がい者への要約筆記による
情報提供

第 1・3火曜日　19時～ 21時
第 4火曜日　10時～ 12時
北広島エルフィンビル

有 会　長　松山　朱美
☎ 372-1427

北広島朗読ボラン
ティア “ひびき ”

朗読作品の制作・リーディング
サービスなど

第 3火曜日　13時 30分～
図書館など 有 会　長　遠藤　隆子

☎ 373-5759

【お問い合わせ】ボランティアセンター（社会福祉協議会内）（☎ 372-1698）

シルバー人材センター
　豊富な知識・経験・技能を持ち健康で働く意欲のある
おおむね 60歳以上の方で組織する団体で、働くことや
ボランティア活動を通じて、自らの健康保持と生きがい
を高め、活力ある地域社会の活性化に寄与することを目
的としています。
　一般家庭や企業、公共関係からの、臨時的かつ短期的
または軽易で高齢者に向いた安全な仕事を引き受け就業
を希望する高齢者会員に提供しています。
【お問い合わせ】シルバー人材センター（☎ 373-6763）

シルバー活動センター
　シルバー活動センターは、高齢者の生きがいづくりと
社会参加、そして世代間の交流を促進するための施設で
す。会議や研修会、趣味、娯楽などの場として利用する
ことができます。

※愛称：ＪＭＰサンライズ北広島シルバー活動センター
【お問い合わせ】シルバー活動センター（☎ 372-1500）
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病気の早期発見のために

　病気を早期発見するためには、定期的な健康診査やがん検診等を受けることが最も効果的です。日
程などは広報紙でお知らせしています。

■がん検診（個別検診）
　《申し込み方法》●印は、4月～翌年 3月に市へ申し込み後、受診機関へ予約してください。

★印は、広報で募集する時期に市へ申し込みをしてください。

検診名称 対　象

受診場所 受診者負担額

市
内
指
定
医
療
機
関

対
が
ん
協
会
※
１

結
核
予
防
会
※
２

市
内
会
館

住民税
課税世帯

住民税
非課税世帯か
70歳以上

肝炎ウイルス

40歳以上で過去に
未受診の方 ● ● ● ★

1,000円 300円
申込み・受診期間：6月～翌年2月まで

子宮がん

申
込
み
・
受
診
期
間
：
４
月
〜
翌
年
３
月
ま
で

前年度に未受診の
20歳以上の女性

● ● ● ★
頚部　1,500円
体部（追加料金）

700円

頚部　500円
体部（追加料金）

200円

乳がん
前年度に未受診の
40歳以上の女性

● ● ● ★ 1,600円 500円

胃がん 35歳以上 ● ● ★ 1,500円 500円

肺がん 40歳以上 ● ● ● ★

40～64歳　400円
65歳以上　無料
喀痰（追加料金）

800円

40～64歳　100円
65歳以上　無料
喀痰（追加料金）

200円

大腸がん 40歳以上 ● ● ● ★ 700円 200円

前立腺がん
前年度に未受診の
40歳以上の男性

● ● ★ 600円 200円

骨粗しょう症

受診日現在
40, 45, 50, 55, 60, 65,
70歳の女性

● ● 300円 100円

※ 1（公財）北海道対がん協会　札幌がん検診センター　
　　札幌市東区北 26条東 14丁目 1-15（☎ 011-748-5522）
※ 2（公財）北海道結核予防会　札幌複十字総合健診センター
　　札幌市北区北 8条西 3丁目 28　札幌エルプラザ 5階（☎ 011-700-1331）

【お問い合わせ】健康推進課健康推進担当（内線 1205）

健康の保持・増進と介護予防
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■特定健診・後期高齢者健診・後期高齢者医療歯科健診

健診名称 対　象 受診場所 申込み
受診者負担額

住民税課税世帯 住民税非課税世帯

特定健診
（国保加入者）

実施年度内に
40歳～75歳になる
被保険者（75歳にな
る方は、誕生日の前
日まで）

市内指定医療機関
対がん協会 ※1
結核予防会 ※2
札幌厚生病院 ※3
札幌北辰病院 ※4

市が送付する受診
券を受領後、健診
機関へ申込み 700円 500円

市内の会館 市へ申込み

後期高齢者健診 被保険者の方 上と同じ 直接、健診機関へ
申込み ※ 5 500円 無料

後期高齢者
歯科健診 被保険者の方

市内指定歯科医院
※担当にお問い合
わせください

直接、歯科医院へ
申込み 無料 無料

※ 1・2は前ページ参照
※ 3　札幌厚生病院　札幌市中央区北 3条東 8丁目 5（☎ 011-261-5331）
※ 4　札幌北辰病院　札幌市厚別区厚別中央 2条 6丁目 2-1（☎ 011-893-5881）
※ 5　受診券の発行は、前年受診者のみ事前送付します。それ以外の方は市へ申込みが必要です。

【お問い合わせ】
特定健診受診券について 保険年金課国保給付担当（内線 2121）
 後期高齢者健診受診券・後期高齢者歯科健診について 保険年金課医療給付担当（内線 2103）
 健診結果について 健康推進課特定健診・介護予防担当（内線 1221・1222）

健康づくりのために

健診結果説明会 内　容
保健師または管理栄養士が、生活習慣病の予防や低栄養予防のため、血液検査の結
果に合わせた生活習慣の工夫や食事についてお話しします。家庭訪問もできます。

健康づくり
セミナー

内　容
一人ひとりのからだの状態に合わせた運動メニューを提供するほか、健診や血液検
査結果からからだの状態や食べ方についての個別相談を行います。

対象者 65歳以上（介護保険で要介護認定を受けていない方）

自分の腎臓を
知る学習会

内　容
腎臓の仕組みや働きを知って、自分の腎臓を守る生活習慣を学びます。医師や保健
師、管理栄養士による個別相談も行います。

対象者 腎機能が低下している方

出前健康講座
内　容

いきいき百歳体操、介護予防、認知症予防など、健康や栄養に関する講話や体操の
体験を行います。

対象者 市民団体や小グループ

健康増進講演会 内　容 健康づくり、介護予防の知識啓発を図ります。

市民健康講座 内　容 市民の健康実態、脳や心臓、腎臓、歯などのからだの学習を行います。
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健康セルフチェックをしませんか（市役所１階保健センター内）

全自動身長・体重計 身長・体重を測定します。

高精度体組成計
体重・筋肉量・骨量・体脂肪率などを測定します。
※素足で測定します。ペースメーカーをつけている方は使用できません。

血管機能測定 血管の硬さを測定します。

自動血圧計 血圧と脈拍を測定します。

物忘れ相談プログラム アルツハイマー型認知症に至る前段階の物忘れをテストします。

【お問い合わせ】健康推進課健康推進担当（内線 1205）

希望者へ無料で配付しています

配
付
物

血圧記録手帳 ウォーキングマップ きたひろげんき体操ＤＶＤ

毎日の血圧をグラフで約６か月
分記入できます。
血圧の測り方や治療の目安の解
説もついています。

各コースの所要時間や特徴を、
イラストで分かりやすく解説し
ています。
鳥の声や樹木を鑑賞しながら
ウォーキングを楽しんでみませ
んか。

自宅でできるストレッチや筋ト
レ、お口の健康を保つ“かみかみ
体操” が収録されています。

配布
場所

市役所健康推進課、各出張所、北広島団地住民センター、
エルフィンパーク市民サービスコーナー 市役所健康推進課

【お問い合わせ】健康推進課特定健診・介護予防担当（内線 1221・1222）

こころの健康相談

　本人や家族、地域の方々を対象として、精神科医による心の相談を実施しています。予約制ですの
で、希望される方は電話でご連絡ください。日程は広報でお知らせします。

このような事で
悩んだり、
困っている方

・こころの病気かどうか不安だ。眠れない、食欲がない、人と関わりたくない。　　
・行動上の問題を感じている。（お酒、薬物、ギャンブル、過食・拒食、暴力など）
・対応の仕方を知りたい。（精神疾患、ひきこもり、不登校など）など

【お問い合わせ】千歳保健所（☎ 0123-23-3175）　平日 9：00～ 17：00

きたひろげんき体操

カラーＡ５サイズ カラーＡ５サイズ

健康の保持・増進と介護予防
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MEMO  
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病院・医院 ※令和5年 4月 1日現在

地区 名　　　　称 住　　　　所 電話番号

東
部
・
西
の
里

北広島中央クリニック 中央1丁目2-7 373-3900

東部さくら眼科医院 中央5丁目1-3 373-4100

きたひろ内科呼吸器科 中央5丁目7-1 373-1100

やまと皮膚科クリニック 中央6丁目1-3　北広島メディカルプラザ3階 376-8612

北広島病院 中央6丁目2-2 373-5811

北広島小児科 中央6丁目3-1 373-7331

北の台クリニック 共栄町1丁目13-2 372-8811

Ｈ・Ｎ・メディック北広島 共栄町5丁目6-1 372-6660

きたひろしま整形外科 朝日町4丁目4-7 373-2229

久保外科胃腸科 新富町西1丁目1-15 373-0505

ささえるクリニックきたひろ 美沢1丁目2-12 807-5315

北広島耳鼻咽喉科 美沢2丁目1-7 376-8133

北広島緑ヶ丘内科 美沢2丁目1-9 376-8500

西の里恵仁会病院 西の里506 375-3225

大
曲
・
西
部

順天病院 大曲695 376-3451

北広島希望ヶ丘病院 大曲804 377-3301

川島内科クリニック 大曲中央2丁目2-24 377-2070

大曲皮フ科 大曲末広1丁目2-1 376-2000

大曲ファミリークリニック 大曲緑ヶ丘1丁目12-1 377-6621

あだち耳鼻咽喉科・アレルギー科クリニック 大曲幸町3丁目4-4　KMRビル1階 370-3341

よしき内科消化器クリニック 大曲幸町3丁目4-4　KMRビル2階 370-3355

整形外科ひとしクリニック 大曲幸町3丁目4-4　KMRビル3階 377-3888

輪厚三愛病院 輪厚704-16 377-3911

おおまがり鈴木内科医院 大曲柏葉1丁目1-21 398-5331

イーハトーブ在宅ケアクリニック活き粋 輪厚中央4丁目5-18 370-3888

北
広
島
団
地
地
区
（
さ
ん
ぽ
ま
ち
）

北広島眼科医院 栄町1丁目5-3　北広島ビル1階 373-1023

みよしレディースクリニック 栄町1丁目5-3　北広島ビル2階 373-8500

北広島メンタルクリニック 栄町1丁目5-5 376-7373

北進内科胃腸科クリニック 青葉町3丁目11-4 373-1122

高台内科クリニック 泉町1丁目2-6 372-1001

さいとうクリニック 里見町4丁目5-1 372-2288

北広島おぎの眼科 北進町1丁目2-2　北広島ターミナルビル1階 370-1010

北広島市夜間急病センター 栄町1丁目5-2 372-1101

坂泌尿器科北広島クリニック 栄町1丁目5-2　北広島エルフィンビル1階 807-7890

市内の医療機関
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歯科 ※令和5年 4月 1日現在

地区 名　　　　称 住　　　　所 電話番号

東
部
・
西
の
里

北広さいとう歯科 中央1丁目1-4 376-7711

きたひろしまプラザ歯科 中央6丁目1-3　北広島メディカルプラザ2F 376-8489

きたひろ東口歯科 中央6丁目4-2 373-0804

エルフィン通り歯科 中央6丁目8-10 373-4184

たかつ歯科クリニック 朝日町2丁目6-1 373-8222

あさひファミリー歯科医院 朝日町3丁目1-13 370-2282

マイス歯科クリニック 共栄町1丁目15-2 376-6480

北の台歯科医院 共栄町4丁目18-2 373-6085

ＭＡＳＡ歯科 東共栄4丁目4-6 372-8000

かえでファミリー歯科 美沢4丁目1-1 370-1000

ラビット歯科 新富町西2丁目1-14　ラフィネロジュマン102 398-6330

木川歯科医院 虹ヶ丘6丁目8-27 374-2525

いとう歯科クリニック 西の里東1丁目4-3 375-4618

おくだ歯科医院 西の里東4丁目1-23 375-2375

かわい歯科 西の里北5丁目1-3 375-2636

大
曲
・
西
部

ひらい歯科医院 大曲柏葉2丁目1-7 377-4135

たばた歯科クリニック 大曲中央3丁目1-16 377-3210

セリオ歯科 大曲末広1丁目2-1 377-8841

小屋デンタルクリニック 大曲緑ヶ丘1丁目13-2 376-3343

みやぐち歯科クリニック 大曲光2丁目1-11 377-1141

さいわいデンタルクリニック 大曲幸町4丁目4-2 375-6195

さいわいデンタルクリニック札幌大曲 大曲幸町6丁目1 375-7653

順天病院（歯科） 大曲695 376-3451

輪厚三愛病院（歯科） 輪厚704-16 377-3911

にしたに歯科クリニック 希望ヶ丘3丁目1-35 377-4450

北
広
島
団
地
地
区（
さ
ん
ぽ
ま
ち
）

なかじま歯科診療室 栄町1丁目1-2　5F 372-6480

北広島駅前歯科クリニック 栄町1丁目2-1　東光ストア北広島店1階 372-8020

加々見歯科 広葉町3丁目9-5 372-2122

北進歯科クリニック 青葉町3丁目11-11 373-0301

横尾歯科医院 泉町1丁目2-2 372-4111

能登原歯科 里見町4丁目1-2 372-1622

藤川歯科小児歯科医院 緑陽町2丁目9-2 372-1555
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薬局

地区 名　　　　称 住　　　　所 電話番号

東
部

きたひろエルク保険薬局 中央5丁目7-1 372-5569

アイン薬局　北広島店 中央6丁目1-3　北広島メディカルプラザ1F 373-3533

イチフジ薬局　北広島店 中央6丁目3-1 373-1000

なの花薬局　北広島中央店 中央1丁目2-3 376-8823

なの花薬局　北広島美沢店 美沢2丁目1-8 372-6328

リープ調剤薬局　北広島店 共栄町1丁目13-20 372-8801

クライマーきたひろしま薬局 朝日町4丁目4-23 375-0503

大
曲

くりはら薬局 大曲中央2丁目2-25 377-2050

らいふ調剤薬局 大曲幸町3丁目4-4 377-8900

コスモス保険薬局　大曲店 大曲末広1丁目2-1 377-2440

あおば薬局　大曲店 大曲緑ヶ丘1丁目9-18 376-4040

メディチ薬局　大曲店 大曲柏葉1丁目1-20 887-7605

北
広
島
団
地
地
区（
さ
ん
ぽ
ま
ち
）

ソラリス薬局 北進町1丁目2-2　北広島ターミナルビル1F 376-6700

キタ調剤薬局　北広島店 栄町1丁目5-2　北広島エルフィンビル 376-7730

北広島調剤薬局 栄町1丁目5-3 372-1123

ノルデン薬局　北広島店 栄町1丁目5-6 376-7211

アイランド薬局　ほくしん店 青葉町3丁目11-11 372-7878

泉調剤薬局 泉町1丁目2-8 372-8980

新井薬局 山手町6丁目5-7 373-6746

市内の医療機関

MEMO  
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国民健康保険

国民健康保険（国保）とは～加入する人～

　国民健康保険（国保）とは、市町村の住民を対象として、病気、けが、出産等の場合に保険給付を
行う社会保障制度です。職場の健康保険等に加入している人、生活保護を受けている人以外は、すべ
ての人が国保に加入することになります。医療機関を受診するときは、被保険者証（70歳以上の方
は、被保険者証兼高齢受給者証）を医療機関の窓口に提示してください。

被保険者証兼高齢受給者証

　被保険者証兼高齢受給者証は、70歳の誕生日の翌月 1日から（1日が誕生日の方は誕生月の 1日
から）使用できます。被保険者証兼高齢受給者証は、誕生月の月末（1日が誕生日の方は誕生月の前
月の月末）までに市役所国保担当から送付します。手続きは必要ありません。

医療費を全額負担したとき（療養費）

　次のような場合は一旦全額自己負担になりますが、申請し認められると自己負担を除いた額が払い
戻しになります。申請には、被保険者証、個人番号、世帯主名義の口座が必要です。

療養費 必要なもの

医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代 医師の証明書、領収書

急病などでやむを得ず保険証を持たずに受診したとき 診療報酬明細書、領収書

海外で病気やケガの治療を受けたとき
診療内容の明細書と領収明細書
*日本語の翻訳文が必要です。
  渡航が確認できる旅券、航空券等、同意書、印鑑

医師が必要と認めた輸血に生血を使ったとき
医師の診断書または意見書、
輸血用生血液受領証明書、血液提供者の領収書

入院した時の食事代

区　　分 1食あたりの食事代

住民税課税世帯（ ※1 ・ ※2 ）の方（難病・小児慢性特定疾病児童等は260 円） 460円

住民税非課税世帯
*70歳以上の低所得者Ⅱ（ ※3 ）の方

過去12か月で90日までの入院 210円

過去12か月で90日を超える入院 160円

住民税非課税世帯の70歳以上の低所得者Ⅰ（ ※4 ）の方 100円
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国民健康保険

高額な診療を受ける方へ

　高額な診療を受けたとき、限度額適用認定証などを医療機関に提示することで、一月の同一医療機
関ごと（入院、外来、薬局ごと）の窓口での支払いが一定の額（自己負担限度額）までとなります。
また、保険薬局、指定訪問看護事業者についても同様の取扱いを受けることができます。

高額な診療を受ける方 医療機関に提示するもの 事前の申請

70歳未満の方 被保険者証と限度額適用認定証または
限度額適用・標準負担額減額認定証

必要70歳以上75歳未満で非課税世帯の方 限度額適用・標準負担額減額認定証と
被保険者証兼高齢受給者証

70歳以上75歳未満で現役並みの所得者 ※1 のうち
Ⅰ・Ⅱ（課税所得690万円未満）の方

限度額適用認定証と被保険者証兼高齢
受給者証

70歳以上75歳未満で課税世帯のうち一般・現役並み
所得者Ⅲの方 被保険者証兼高齢受給者証 不要

（注）：「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は毎年 8月に更新されますが、交付には、毎
年申請が必要です。

高額療養費を支給申請する方へ

　高額な医療費を支払ったとき、1か月（同じ診療月）の間で医療機関に支払った自己負担額（保険診
療外の費用や入院中の食事代等は除く）が一定の額を超えた場合、申請によりその超えた額が払い戻
されます。世帯主の方の被保険者証、マイナンバーがわかるもの、口座がわかるものをお持ちください。

70 歳未満の方

■高額療養費の計算は、次の①～③に注意してください。
　①月の 1日から末日までの 1か月ごとに計算
　②個人ごと、医療機関ごとに計算。同じ医療機関で
も、入院、外来、歯科ごとに計算。

　　ただし、院外処方で調剤を受けたときは合算対象
　③入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外

■一人の方が、1ヵ月に同じ医療機関に 21,000 円以
上支払い、世帯としてこれが複数ある場合には、そ
の合算額が表の自己負担限度額を超えた分が支給さ
れます。（世帯合算）
■同じ世帯で、過去 12 か月以内に 4回以上高額療養
費の支給を受けたときは、4回目以降の限度額が変
わります。（多数回該当）

所得区分 区分
自己負担限度額

3回目まで 4回目以降

住民税
課税
世帯

所得901万円超 ※5 ア 252,600円 +（医療費 - 842,000円）×1％ 140,100円

所得600万円超901万円以下 ※5 イ 167,400円 +（医療費 - 558,000円）×1％ 93,000円

所得210万円超600万円以下 ※5 ウ 80,100円 +（医療費 - 267,000円）×1％ 44,400円

所得210万円以下 ※5 エ 57,600円 44,400円

住民税非課税世帯 オ 35,400円 24,600円
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70 歳から 74歳までの方

■高額療養費の計算は、次の①～③に注意してください。
　①月の 1日から末日までの 1か月ごとに計算
　②外来の場合は個人ごとに計算。入院を含む場合は、
70歳から 74歳の方全員の外来（院外の調剤）と
入院の合算で計算

　③入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外

■同じ世帯で、入院を含む高額療養費の支給を過去 12
か月以内に 4回以上受けたときは、4回目以降の限
度額が変わります。（ ※1 ※2 のみ）【多数回該当】

区分
外来のみの場合の自己負担限度額

*個人ごとに計算
入院を含む場合の自己負担限度額
*70～74歳の世帯の限度額

現役並み
所得者 ※1

Ⅲ課税所得
690万円以上

252,600 円 +（医療費 -842,000 円）× 1％
【4回目以降は 140,100 円】

Ⅱ課税所得
380万円以上
690万円未満

167,400 円 +（医療費 -558,000 円）× 1％
【4回目以降は 93,000 円】

Ⅰ課税所得
145万円以上
380万円未満

80,100 円 +（医療費 -267,000 円）× 1％
【4回目以降は 44,400 円】

一般 ※2
18,000円

*8月～翌年7月の年間限度額144,000円
57,600円

*4回目以降は44,400円

低所得者Ⅱ ※3 8,000円 24,600円

低所得者Ⅰ ※4 8,000円 15,000円

（注）：表内の「医療費」とは 10割分の総医療費です。
　　：所得の申告がない世帯は、現役並み所得者Ⅲ（課税所得 690万円以上）の区分で判定されます。

用語説明
※1   現役並み所得者…同じ世帯に、住民税課税所得額が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者が

いる方。ただし、当該者の収入額が1人の場合は、383万円未満、2人の場合（同一世
帯に国保から後期高齢者医療制度に移行した人がいて、現役並み所得者になった国保
被保険者1人世帯の場合も含む）は520万円未満であるときは、申請により「一般」に
なります。また、70歳以上の国保被保険者のいる世帯のうち、「総所得金額等」の合計額
が210万円以下の場合は「一般」となります。

※2 一般………………現役並み所得者、低所得者Ⅰ・Ⅱ以外の方

※3 低所得者Ⅱ………国保加入者全員が住民税非課税の世帯の方（低所得者Ⅰを除く）

※4 低所得者Ⅰ………国保加入者全員が住民税非課税で、収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0
円となる方（年金収入のみは80万円未満の方）

※5 所得………………「基礎控除後の総所得金額等」にあたります。（42ページ下部にある表の区分ア～エ）

【お問い合わせ】保険年金課国保給付担当（内線 2114）
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後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度の対象となる方
　「75歳以上の方」と「65歳以上 75 歳未満で一定の障がいのある方」が、後期高齢者医療制度の対象
（被保険者）となります。
▶一定の障がいのある方とは？

　・国民年金などの障害年金 1・2級を受給している方・身体障害者手帳の 1～ 3級と 4級の一部の方
　・精神障害者保健福祉手帳の 1・2級の方・療育手帳のＡ（重度）の方
　※この制度に加入しなかった場合、重度心身障がい者医療費の助成を受けられなくなることがあります。

医療機関での窓口負担割合と負担区分について
・負担割合とは…診療を受けたときに医療費の何割を負担するかの割合のことです。前年の所得等をもとに

8月から翌年 7月までの負担割合を判定します。
・負担区分とは…医療費が高額になったときの自己負担限度額や入院したときの食事代などは、前年の所得

等により区分ごとに分類され、定められています。

負担割合 負担区分 要件

現役並み
所得者
3割

現役Ⅲ 住民税の課税所得（※1）690万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の方

現役Ⅱ 住民税の課税所得（※1）380万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の方

現役Ⅰ 住民税の課税所得（※1）145万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の方

一定以上
所得者
2割

一般Ⅱ

住民税課税世帯で同一世帯に課税所得 28万円以上の被保険者の方がいる場合に、
「年金収入+その他の合計所得金額（※ 2）」が
●被保険者が 1人の世帯　　 ➡ 200万円以上
●被保険者が 2人以上の世帯 ➡ 320万円以上の方

1割

一般Ⅰ 住民税課税世帯で一般Ⅱ（2割）に該当しない方

区分Ⅱ 住民税非課税世帯で区分Ⅰに該当しない方

区分Ⅰ
住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が 0円（公的年金控除は 80万円を適用。
給与所得がある場合は、給与所得金額から 10万円を控除。）または老齢福祉年金を
受給している方

※ 1　「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額（前年収入から、給与所得控除や公的年金等控除、
所得控除（基礎控除や社会保険料控除等）を差し引いた後の金額）であり、確定申告書（所得税）に記載さ
れた課税される所得金額とは異なります。

※ 2　「その他の合計所得金額」とは、年金所得以外の所得の合計額となります。また、給与所得がある場合は、給
与所得金額から 10万円を控除します。

現役並み所得者の方の中で、以下のいずれかに該当する場合は、お住まいの市区町村窓口へ申請し認定を受け
ると、原則翌月1日から負担割合が「1割」または「2割」となります。

被保険者が一人の世帯 ●被保険者の収入が383万円未満のとき　もしくは
●被保険者と同一世帯の70歳～74歳の方の収入の合計額が520万円未満のとき

被保険者が2人以上の世帯 ●被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき

現役並み所得者でも収入が一定以下の方は１割または２割になります
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特定疾病の自己負担限度額
　後期高齢者医療被保険者の方が、次のいずれかの病気と診断された場合、申請により認定を受けると同一
月の同一医療機関の自己負担限度額が外来、入院それぞれ 1万円となります。
　①人工腎臓を実施している慢性腎不全
　②先天性血液凝固第Ⅷ因子障害または先天性血液凝固第Ⅸ因子障害（血友病）
　③抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群（ＨＩＶ感染）

高額療養費
　1か月（月の 1日から末日まで）の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費
として支給されます。対象となる方には、診療月から概ね 3～ 4か月後に申請のお知らせをお送りします。
申請は初回のみ必要です。以降に発生した高額療養費については申請した口座へ自動的に振り込まれます。
なお、入院したときの食事代や保険が適用されない差額ベッド代などは支給の対象となりません。

◆ 1 か月の自己負担限度額（※ 3）
認定証 区分 負担割合 外来〔個人単位〕 外来+入院〔世帯単位〕

現役並み所得者

現役Ⅲ

3割

252,600円+（医療費 - 842,000円）×1％（※4）
【140,100円】（※5）

限度額
適用認定証

現役Ⅱ 167,400円+（医療費 - 558,000円）×1％（※4）
【93,000円】（※5）

現役Ⅰ 80,100円+（医療費 - 267,000円）×1％（※4）
【44,400円】（※5）

一定以上所得者 一般Ⅱ 2割
18,000円（※6） 57,600円

【44,400円】（※5）一般 一般Ⅰ

1割減額
認定証

住民税
非課税世帯

区分Ⅱ
8,000円（※6）

24,600円

区分Ⅰ 15,000円

※ 3　月の途中で 75歳の誕生日を迎えられることにより加入する方（障がい認定で加入する方は除く）は、加入
した月の自己負担限度額が 1/2 に調整されます。

※ 4　「1％」とは一定の限度額を超えた医療費（医療費総額 -267,000 円、558,000 円、842,000 円）の1％です。
※ 5　【  】内の金額は、過去 12ヶ月以内に 3回以上限度額に達した場合、4回目から「多数該当」となり限度額

が引き下がります。
※ 6　1年間（8月 1日から翌年 7月 31日まで）のうち 1割または 2割負担であった月の外来の自己負担額の合

計が 144,000 円を超えた場合はその超える分を高額療養費（外来年間合算）として申請のあった口座へ支
給します。

窓口での医療費のお支払いが高額な場合
　区分Ⅰ・Ⅱ、現役Ⅰ・Ⅱに該当する方は、事前にお住まいの市区町村窓口で、「限度額適用・標準負担額
減額認定証」または「限度額適用認定証」を申請し、保険証と併せて医療機関の窓口に提示すると自己負担
限度額が適用されます。（マイナンバーカードを保険証として利用した場合は提示なしで自己負担限度額が
適用）。なお、一般Ⅰ・Ⅱ、現役Ⅲに該当する方は保険証を医療機関の窓口に提示するだけで自動的に自己
負担限度額が適用されるため、申請は不要です。
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入院した時の食事代・居住費

　入院したときは、医療費の自己負担額のほかに、食事代などの一部（標準負担額）を支払うことに
なります。

後期高齢者保険制度・保険料の計算方法

　加入するすべての方が保険料を負担し、被保険者一人ひとりに保険料の計算を行い賦課することに
なります。保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と、前年の所得に応じて負担する「所得
割」の合計額です。年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割になります。

【年間保険料の計算方法】

均等割【1人当たりの額】
51,892 円 ＋ 所得割【本人の所得に応じた額】

（所得 -43 万円※）× 10.98％ = 1 年間の保険料限度額 66万円
100円未満切捨て

※前年の所得金額により控除額が異なる場合があります。

後期高齢者保険制度・保険料の軽減

　保険料の均等割が所得に応じて軽減される場合があります。対象となる方には、軽減後の保険料が
自動的に計算されますので、手続きの必要はありません。
◎所得に応じた軽減
【均等割の軽減】
　被保険者本人と世帯主の所得の合計で判定します。被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象と
なります。

所得が次の金額以下の世帯 軽減割合 年間の均等割額

43万円 + 10万円 ×（ 給与所得者等の数 -1） 7割軽減 15,567円

43万円 +（29万円 × 世帯の被保険者数）+ 10万円  ×（ 給与所得者等の数 -1） 5割軽減 25,946円

43万円 +（53万5千円 × 世帯の被保険者数）+10万円 ×（給与所得者等の数 -1） 2割軽減 41,513円

後期高齢者医療制度

■療養病床に入院したとき

区分 生活療養標準負担額

現役並み所得・一般
（食　費）1食につき460円※
（居住費）1日につき370円

住
民
税
非
課
税
世
帯

区分Ⅱ
（食　費）1食につき210円
（居住費）1日につき370円

区分Ⅰ
（食　費）1食につき130円
（居住費）1日につき370円

老齢福祉年金
受給者

（食　費）1食につき100円
（居住費）1日につき　0円

※一部医療機関では 420円です

■療養病床以外に入院したとき

区分 食事療養標準負担額

現役並み所得者・一般（指定難病
の方は1食につき260円）

1食につき460円

住
民
税
非
課
税
世
帯

区分Ⅱ

90日までの入院 1食につき210円

過去12か月で
90日を超える入院

1食につき160円

区分Ⅰ 1食につき100円
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◎被用者保険の被扶養者だった方の軽減
　この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、
所得割がかからず、制度加入から 2年を経過していない期間のみ、均等割が 5割軽減となります
（51,892 円➡ 25,946 円）。所得の状況により、均等割の軽減割合が 7割に該当することがありま
す。

保険料の納め方

　保険料の納め方は、「年金からのお支払い」と「口座振替」を選ぶことができます。「口座振替」を
希望される方は、市役所の窓口へ申し出をしてください。「年金からのお支払い」の場合は、手続き
の必要はありません。ただし、次のいずれかに該当する方は、「年金からのお支払い」ができないた
め、「納付書」または「口座振替」により納めていただきます。
■年金額が年額 18万円未満の方（介護保険料が年金から引かれていない方）
■介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計が、介護保険料が引かれている年金額の半分を超える
方

ご注意いただきたいこと

　「年金からのお支払い」などから「口座振替」に切り替わる時期は、申し出の時期により異なりま
す。これまで国民健康保険税を口座振替で納めていた方も、振替は自動継続されませんので、改めて
手続きが必要です。

保険料は税金の控除の対象になります

　保険料を年金からお支払いしている場合は、被保険者本人の社会保険料控除の対象となります。保
険料を口座振替でお支払いしている場合は、そのお支払いいただいている方の社会保険料控除の対象
となります。

【お問い合わせ】保険年金課医療給付担当（内線 2101）
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社会福祉協議会

社会福祉協議会とは？

　社会福祉協議会は、地域福祉の実現をめざす中核的な団体として、社会福祉法に位置づけられた北海道知
事認可の社会福祉法人です。
　社会福祉協議会は、それぞれの地域で住民やボランティア、地域福祉活動にかかわる個人及び関係機関・
団体、行政機関などと連携しながら、住民同士のつながりやたすけあいを助長し、お互いに支え合いなが
ら、「誰もが支え合いながら安心して暮らすことのできるまちづくり」の実現を目指しています。
　社会福祉協議会の運営は、北広島市からの補助金・委託金や共同募金の助成金のほか、市民の皆さんから
の「賛助会費」や法人や企業からの「特別会費」によるご協力に支えられています。
　社会福祉協議会では、配食・除雪サービスなどの在宅福祉サービス、地区社会福祉委員会との協働による
地域福祉活動の推進、認知症高齢者等への支援、心配ごと相談所の開設、ボランティア活動（災害ボラン
ティア関係含む）や権利擁護の推進、生活福祉資金貸付事業など、多様な事業を展開しています。

社会福祉法人　北広島市社会福祉協議会
〒 061-1133　北広島市栄町 1丁目 5-2　北広島エルフィンビル

Tel. 011-372-1698　Fax. 011-372-1704

●ご相談ください

生活福祉資金の貸付け
　生活福祉資金貸付制度は、厚生労働省の要綱に基づくもので、他の貸付制度が利用できない低所得世帯や
障がい者・高齢者世帯の経済的自立と生活の安定を目指し行っています。
　貸付け対象者　他から必要な資金の融通が困難であると認められる世帯で、
　　①世帯の収入が一定基準以下の方
　　②身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方の属する世帯
　　③障害者総合支援法によるサービスを利用している方の属する世帯
　　④療育または介護を必要とする高齢者の属する世帯
　申込み方法　地域の民生委員児童委員や社会福祉協議会が窓口です。

心配ごと相談所
　いろいろな悩みごと、心配ごとをもつ方の相談窓口として、心配ごと相談所を設置しています。来所また
は電話で受け付けています。遠慮なくご相談ください。（来所相談は要予約）

専用電話番号　372-1640
【開設日】毎週火・木曜日（祝日除く）【開設時間】午後１時から午後４時まで

●地区社会福祉委員会

　市内9地区に設置される地区社会福祉委員会は、社会福祉協議会と連携して、地域住民の心と心の結びつ
きを深め明るく和やかな社会をつくるため、地域の中での福祉問題の早期発見を図るためのネットワークづ
くりや地域での「支え・励まし・つなげる」活動を行っています。
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社会教育施設・集会施設・体育施設一覧

社会教育施設・集会施設など

名称 住所 電話 名称 住所 電話
芸術文化ホール 中央6丁目2-1 372-7667 シルバー活動センター 共栄町3丁目12-1 372-1500
図書館 中央6丁目2-1 373-7667 大曲会館 大曲中央2丁目4-5 376-3964
中央公民館 朝日町5丁目1-1 373-0101 大曲ふれあいプラザ 大曲工業団地7丁目3-1 376-4599
東記念館 朝日町5丁目1-2 373-2171 ふれあい学習センター 大曲370-2 370-7373
西の里公民館 西の里南1丁目2-4 375-3209 農民研修センター 輪厚中央4丁目12-17 376-3935
西の里会館 西の里南1丁目2-2 375-3469 北広島団地住民センター 泉町1丁目1 372-0676
エコミュージアムセンター 広葉町3丁目1 373-0188 広葉交流センター 広葉町3丁目1 373-2801

体育館

名称 住所 電話 名称 住所 電話
総合体育館 共栄315-2 372-0808 大曲ファミリー体育館 大曲中央2丁目4-3 377-3309
西の里ファミリー体育館 西の里南1丁目2-3 375-2933 輪厚児童体育館 輪厚中央4丁目12-19 376-3380

住民プール ※令和 5年度は西の里住民プールのみ工事のため休止

名称 住所 電話 名称 住所 電話
東部住民プール 共栄町4丁目6-1 080-2877-4041 西部プール 輪厚中央1丁目14-7 090-7654-1243
西の里住民プール 西の里402-7 080-2877-4044 白樺プール 白樺町3丁目52-2 080-2877-4042
大曲住民プール 大曲中央2丁目4-4 080-2877-4043

ゴロッケー場

名称 住所 電話 ホール 名称 住所 電話 ホール
総合体育館コース 共栄315-2 372-0808 18Ｈ 竹葉公園コース 高台町2丁目51 372-1345 18Ｈ
北広公園コース 栄町2丁目51 372-1345 18Ｈ 中央公民館コース 朝日町5丁目1-1 373-0101 9Ｈ
南町公園コース 南町3丁目51 372-1345 18Ｈ

ゲートボール場 ※ゲート等の設備は設置されていません。

名称 住所 電話 面数 名称 住所 電話 面数
東公園 稲穂町東8丁目4 372-1345 1面 大曲公園 大曲末広4丁目58 372-1345 1面
西の里公園 西の里東3丁目2 372-1345 1面 つつじヶ丘公園 大曲工業団地7丁目50 372-1345 1面

パークゴルフ場

名称 住所 電話 ホール 名称 住所 電話 ホール
きたひろサンパーク 富ヶ岡253-3 373-9955 36Ｈ いちい公園 大曲幸町4丁目4-7 372-1345 18Ｈ
虹ヶ丘公園 虹ヶ丘7丁目1 372-1345 9Ｈ 美咲き野げんき公園 美咲き野2丁目16 372-1345 9Ｈ
大曲東公園 大曲緑ヶ丘7丁目20-1 372-1345 9Ｈ
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認知症サービス一覧

　認知症の進行に合わせて、どのようなサービスが受けられるかを
お示しします。

□認知症とは？
　認知症は、様々な原因で脳の神経細胞が壊れたり、働きが悪くなったりするために起こる脳の病気です。
老化による物忘れとは違って、体験したことを丸ごと忘れてしまうので、ヒントがあってもなかなか思い出
せません。進行すると、だんだんと理解する力や判断する力がなくなって、それまでできていたことができ
なくなり、日常生活に支障が出てくるようになります。

□「自分でできる認知症の気づきチェックリスト」 を
　 やってみましょう！

自分でできる
認知症の気づきチェックリスト

最もあてはまるところに○をつけてください。
※ご家族や身近な方がチェックすることもできます。

チェック① まったくない ときどきある 頻繁にある いつもそうだ
財布や など、物を置いた場所がわから
なくなることがありますか 1点 2点 3点 4点
チェック② まったくない ときどきある 頻繁にある いつもそうだ

5分前に聞いた話を思い出せないことが
ありますか 1点 2点 3点 4点
チェック③ まったくない ときどきある 頻繁にある いつもそうだ

周りの人から「いつも同じことを聞く」
などのもの忘れがあるといわれますか 1点 2点 3点 4点
チェック④ まったくない ときどきある 頻繁にある いつもそうだ

今日が何月何日かわからない
ときがありますか 1点 2点 3点 4点
チェック⑤ まったくない ときどきある 頻繁にある いつもそうだ

言おうとしている言葉が、すぐに出てこ
ないことがありますか 1点 2点 3点 4点
チェック⑥ 問題なくできる だいたいできる あまりできない できない

貯金の出し入れや、家賃や公共料金の支
払いは一人でできますか 1点 2点 3点 4点
チェック⑦ 問題なくできる だいたいできる あまりできない できない

一人で買い物に行けますか 1点 2点 3点 4点
チェック⑧ 問題なくできる だいたいできる あまりできない できない

バスや電車、自家用車などを使って一人
で外出できますか 1点 2点 3点 4点
チェック⑨ 問題なくできる だいたいできる あまりできない できない

自分で掃除機やほうきを使って掃除がで
きますか 1点 2点 3点 4点
チェック⑩ 問題なくできる だいたいできる あまりできない できない

電話番号を調べて電話をかけることがで
きますか 1点 2点 3点 4点

チェックしたら、①から⑩の合計を計算 ▶▶▶ 合計点  点
20点以上の場合は、認知機能や社会生活に支障が出ている可能性があります。

52ページに紹介している相談機関や医療機関に相談してみましょう。

れますか

※このチェックリストの結果はあくまでもおおよその目安で医学的診断に変わるものではありません。
認知症の診断には医療機関での受診が必要です。

※身体機能が低下している場合は点数が高くなる可能性があります。

出典：東京都福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課認知症支援係「知って安心認知症」（平成 26年 5月発行）

「ひょっとしたら認知症かな？」
気になり始めたら、自分で
チェックしてみましょう。

？」
で
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□ 認知症の進行に合わせて受けられるサービスや支援
　認知症の進行による経過は、認知症の原因となる病気や身体状況によって異なりますので、今後を見通す目安と
して参考にしてください。主なサービスは標準的なものを例示しています。その人の状態に合わせて、どのような
サービスを活用するとよいのかは、お近くの高齢者支援センターまたは市役所福祉総合相談室へご相談ください。

本
人
の
様
子

自　　立
認知症の初期  認知症が進行している状態
認知症の疑い 一人で生活できる 見守りが必要 手助け・介護が必要 常に介護が必要

認知症の
症状がない

・ 物忘れはあるが金銭
管理や買い物、書類
作成等は 1人ででき
る

・ 買い物や金銭管理等
にミスは見られるが
日常生活はほぼ自立
している

・服薬管理ができない
・ 電話の応対や訪問者
の対応が困難

・ 着替えや食事、トイ
レ等がうまくできな
い

・ ほぼ寝たきりで言葉
による意思表示・理
解が難しい

予
防
や
対
応
方
法

予
防
の
た
め
に
す
る
こ
と

□  定期的に健康診断を受け、
健康状態を確認し、かかり
つけ医をもちましょう。

□  食生活に注意し、適度な運
動を続けましょう。

□  趣味に取り組んだり、地域
の活動に参加する機会をつ
くりましょう。

□  いつもと違うと思ったら早
めに高齢者支援センターに
相談しましょう。

家
族
や
周
り
の
人
の
対
応

□  早めに医療機関を受診し、症状に合わせて適切な治療を継続しましょう。また、
病気の経過や介護方法のコツについて学習していきましょう。

□  本人は、今までできていたことができなくなることに自信を失い不安な気持ち
でいます。失敗しても責めず、本人が「できること」を見つけて続けていける
ように、「できないところだけ」を手助けしていきましょう。また、本人の言葉
を否定せず、同じ話を繰り返してもゆっくり聴いてあげましょう。

□  火の始末や車の運転、一人での外出など、危険のないように対応しましょう。
□  介護保険サービスなどを上手に利用しましょう。困ったときは抱え込まず、高
齢者支援センターやケアマネジャーに相談しましょう。介護者自身の健康管理
もとても大切です。また、家族間で介護の分担や将来のことについて話し合っ
ておきましょう。

主
な
サ
ー
ビ
ス
の
例
（
詳
し
い
内
容
は
指
定
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）

相　談
♦P.3 北広島市高齢者支援センター（にし・みなみ・きた・ひがし）　♦ P.2 市役所福祉総合相談室
♦ P.28 認知症初期集中支援チーム　♦ P.36こころの健康相談（精神科医への相談）

♦ P.22 居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）

社会参加
介護予防

♦P.33シルバー人材センター
♦P.33ボランティアセンター
♦ P.32 老人クラブ
♦ P.27 認知症カフェ（おれんじカフェ）
♦ P.35市主催の介護予防事業 ※出前健康講座、健康増進講演会、健診結果説明会、健康づくりセミナーなど

♦ P.23 訪問介護（ホームヘルプ）　♦ P.23 通所リハビリテーション（デイケア）
♦ P.23 通所介護（デイサービス）　♦ P.23 認知症対応型通所介護

生活支援

♦P.24 配食サービス　♦ P.24 除雪サービス　♦ P.29 車いすの貸出し　♦ P.31家庭ごみの庭先収集
♦ P.23 訪問介護（ホームヘルプ）　♦ P.23 訪問入浴介護
♦ P.23 福祉用具貸与・特定福祉用具購入（歩行器・ ・ベッド・車いすなど）

♦ P.25 紙おむつ購入助成　♦ P.25 訪問理容サービス　
♦ P.28 移送サービス　

見守り
安否確認

♦P.4 民生委員児童委員　♦ P.48 地区社会福祉委員会　♦ P.28 認知症サポーター養成講座
♦ P.28 認知症支え合い事業（傾聴ボランティアの訪問）

♦ P.25 認知症高齢者等 SOSネットワーク事業　♦ P.26いどころ発信システムの助成

医　療
♦P.38かかりつけ医（市内医療機関）　♦ P.52 認知症専門医療機関　♦往診

♦ P.23 訪問看護　♦ P.23 居宅療養管理指導（医師、歯科医師、薬剤師ほか）

家族支援
♦P.27 認知症カフェ（おれんじカフェ）

♦P.23 短期入所生活介護（ショートステイ）・短期入所療養介護（医療型ショートステイ）

住
ま
い

在宅

♦P.23サービス付き高齢者向け住宅　♦ P.23 有料老人ホーム
♦ P.23 住宅改修・特定施設入居者生活介護　♦ P.23 小規模多機能型居宅介護

♦ P.23 認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
♦ P.23 看護小規模多機能型居宅介護

施設
♦P.22 介護老人保健施設・介護医療院
♦P.22 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム )

権利擁護
♦P.3 北広島市高齢者支援センター（にし・みなみ・きた・ひがし）♦ P.2 市役所福祉総合相談室
♦ P.27成年後見制度、成年後見センター

※ 介護保険サービス（要介護認定が必要です）  その他のサービス
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認知症サービス一覧

早期診断・早期治療が大切です
　認知症の原因となる病気の中には、早期に治療をすれば治せるものもあります。また原因に合わせた適切
な治療や薬の服用で症状が改善したり、進行を遅らせることもできます。
「認知症かな？」と思ったら、早めに受診し、対応方法を相談することが大切です。

早めに医療機関へ受診

《かかりつけ医》

受診が難しいときには…

相談

受診

受診

紹介

情報提供

受診

【受診時のポイント】
▼病歴や治療薬がわかるものを
持参しましょう

▼いつから、どのような心配な
症状があるかを書き出してお
きましょう。

▼受診の時は、ご家族の方も付
き添いましょう。（病院によっ
てはご家族だけの受診をお勧
めする場合もあります。）

《相談先》　受診や対応方法を一緒に考えます
●北広島市高齢者支援センター
　にし　　TEL 370-3922　担当：大曲地区・西部地区
　みなみ　TEL 372-8110　担当：北広島団地地区（さんぽまち）
　きた　　TEL 375-5888　担当：西の里地区・東部北地区※
　ひがし　TEL 211-8520　担当：東部南地区（※以外）

※北の里、共栄、共栄町、東共栄、美咲き野、Ｆビレッジ

●北広島市役所福祉総合相談室
TEL  372-3311（内線 2156、2157）

《市内の専門医療機関》

●北広島病院　脳神経外科外来　※火・金のみ
　　　北広島市中央 6丁目 2-2
　　　TEL  373-5811

●北広島メンタルクリニック　※要予約
　　　北広島市栄町 1丁目 5-5
　　　TEL  376-7373

※診察日、診療時間は、各医療機関へお問い合わせください。
※その他専門医療機関は、お近くの高齢者支援センター、または
北広島市福祉総合相談室へお問い合わせください。

お わ り に
　この冊子は、高齢者の健康・福祉、生きがいづくりにお役立ていただきたく、令和5年6月現在の内容で
編集・発行しています。制度の内容が変更になる場合がありますので、詳細については、担当課にご確認い
ただくようお願いいたします。

北広島市保健福祉部高齢者支援課　高齢者福祉担当（内線 2172）
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MEMO  

【エルフィン（安心）カード】
このカードは、もしもの時のための安心カードです。
外出先で救急搬送が必要になった時でも、すぐに身元
や緊急連絡先がわかります。
点線で切りとり、財布などに入れて常に携帯してくだ
さい。
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MEMO  

持病・服用中の薬など、救急隊員や医師に知っておいてほしいこと
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